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ごあいさつ

関係各機関の皆様におかれましては、平素より当協会の業務運営に格別のご支援と
ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

本年度も皆様に当協会をより一層ご理解していただくために、ディスクロージャー
誌『平成２８年度版大分県信用保証協会の現況』を作成いたしました。本誌は、当協会
の概要、信用保証制度のしくみや内容、平成２７年度の業務実績と外部評価委員会意見
書などを掲載しております。本誌を通じて、さらに多くの皆様に、信用保証制度を有
効にご活用いただければ幸いに存じます。

平成２７年度の我が国の景気は、年度前半には新興国経済の景気減速の影響等もあ
り、輸出が弱含み、個人消費及び民間設備投資の回復に遅れが見られましたが、経済
財政政策の推進により、雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続きました。
大分県内の景気は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移している

ものの、大型工事の一巡等を背景に公共投資が弱い動きとなっていることや新興国を
中心とする海外需要の減少を背景に生産が弱めの動きとなっていることなどにより、
持ち直しの動きに足踏み感がみられました。

当協会ではこのような環境のもと、借換保証による返済負担の軽減や利便性の高い
小口先カードローン（スモール３００）を利用した効率的な資金繰りの提案、積極的な
企業訪問による実態把握などを通じて金融支援に取組みました。また、「経営安定化
支援事業」や「経営改善計画策定費用に対する補助事業」により改善計画の策定支援
を行うと共に、サポートミーティングを活用することなどにより経営・再生支援にも
取り組みました。
また、平成２８年４月に発生した「平成２８年熊本地震」により、観光業を中心に県内

の中小企業・小規模事業者は大きな被害を受けました。この復興を支援するため、
県・金融機関と連携して金利０．８％、保証料率０％の災害特別融資制度を創設し積極
的な金融支援に取り組んでいます。

これからも、中小企業のよきパートナーとして「信頼される保証協会、顔の見える
保証協会」を目指し、役職員一同全力で取り組んでまいりますので、皆さまの一層の
ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成２８年９月

大分県信用保証協会

会長 加賀 政美
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私たち　大分県信用保証協会　は

より良いサービスと、各種保証を通じて

中小企業と地域社会のさらなる発展に貢献いたします

私たち　大分県信用保証協会　は

より良いサービスと、各種保証を通じて

中小企業と地域社会のさらなる発展に貢献いたします

もっと企業のために、よりよい未来社会のためにもっと企業のために、よりよい未来社会のために

大分の「Ｏ」と信用の「Ｓ」の頭文字でデザインしています。
「Ｓ」は、鳥の飛翔をイメージ。「Ｓ」の頭文字を３つの羽とみなし、中小企業・金融機関・大分

県信用保証協会の三者の協調と信頼関係を表しています。
シンボルカラーも青一色とし、未来へのチャレンジと飛躍をイメージしています。

大分県信用保証協会の概要

○プロフィール
設 立 昭和２４年４月２６日

根 拠 法 律 信用保証協会法（昭和２８年８月１０日 法律第１９６号）

関 係 法 律 中小企業信用保険法（昭和２５年１２月１４日 法律第２６４号）

目 的 中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対

する金融の円滑化を図ることを目的とする。（大分県信用保証協会定款第１条）

基 本 財 産 １５２億３６百万円

保証債務残高 １，５３６億３百万円

利用企業者数 １１，４５４企業

役 職 員 数 常 勤 役 員 ４名

非常勤役員 １１名

職 員 ５２名

事 務 所 大分市金池町３丁目１番６４号（大分県中小企業会館内）

大分市金池町３丁目１番６８号（大分県信用保証協会別館）

（平成２８年３月３１日現在）

○基本理念

○スローガン

○シンボルマーク
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中小企業者 金融機関

信用保証協会（全国51協会）

信用保証協会 日本政策金融公庫

信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者です。

信用保険制度の当事者は、日本政策金融公庫と信用保証協会の二者です。
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信用保証のしくみ
信用保証制度（図１）
中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、
信用保証協会が公的な保証人となることにより資金調達
を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的と
しています。
①中小企業者は、信用保証協会に保証申込をします。
（金融機関を経由していただくのが一般的ですが、
商工団体及び信用保証協会に直接お申込みいただく
方法もあります。）
②信用保証協会は、申込のあった中小企業者の信用調
査・審査を行います。
③保証の承諾を決定した場合は、金融機関に対して信
用保証書を発行いたします。
④金融機関は信用保証書に基づいて中小企業者に融資
を行います。
⑤中小企業者は、融資条件に従って金融機関に借入金
を返済します。
⑥中小企業者が何らかの事情で借入金の返済ができな
くなった場合、金融機関は、信用保証協会に対して
代位弁済の請求を行います。
⑦信用保証協会は、この請求に基づいて中小企業者に
代わって借入金の残額を金融機関に返済（代位弁済）
します。
⑧代位弁済を行うことにより、金融機関が有していた
債権が信用保証協会に移転し、信用保証協会が求償
権を取得し、債権者となります。
⑨中小企業者及びその保証人には、信用保証協会に対
して求償債務の返済をしていただきます。

信用保険制度（図２）
信用保証業務にともなうリスクを、信用保険によって
カバーし、信用保証制度の機能が十分に発揮できるよう
にすることを目的としています。
①日本政策金融公庫と信用保証協会は、信用保険契約
を締結し、この契約に基づき日本政策金融公庫は信
用保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
②信用保証協会は、日本政策金融公庫に信用保険料を
支払います。
③信用保証協会が金融機関に代位弁済をしたときは、
日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
④信用保証協会は、信用保険の種類に応じて、代位弁
済した元本金額の７０％または８０％を保険金として日
本政策金融公庫から受領します。
⑤信用保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回
収金の一部を、保険金の受領割合に応じて保険納付
金として日本政策金融公庫に納付します。

信用補完制度（図３）
信用保証協会の「信用保証制度」と日本政策金融公庫
の「信用保険制度」との２つの制度を総称して信用補完
制度といいます。
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金融機関は80％の保証部分について、保証協会から代位
弁済を受けますが、残りの20％については、金融機関の
負担となります。

金融機関は保証付債権の全額を保証協会から代位弁済
を受けることになりますが、事後的に20％の負担金を
お支払いいただくこととなります。

①部分保証方式
【保証時点】

【代位弁済時】

80％
保証協会が代位弁済

20％
金融機関負担分

②負担金方式
【保証時点】

100％
保証部分

【代位弁済時】

100％
保証協会が代位弁済　 20％負担金

80％
保証部分

20％
非保証部分

責任共有制度について
制度の目的

信用保証協会の保証付き融資につきましては、従来、信用保証協会が融資取扱金融機関に対し、原則１００％保証して
いました。
平成１９年１０月から、信用保証協会と金融機関とが適切な責任分担を図り、両者が連携して、融資実行やその後の経営

支援・再生支援等を行うことを目的として「責任共有制度」が導入されました。

制度の概要

責任共有制度は、①部分保証方式（金融機関が行う融資額の一定割合を保証する方式）、②負担金方式（金融機関の
過去の制度利用実績に基づき一定の負担金を支払う方式）があり、各金融機関がいずれかの方式を選択することとなっ
ています。（概要は下表のとおり）

（注）特定社債保証、流動資産担保融資保証等の部分保証制度は、金融機関の選択する方式にかかわらず部分保証とな
ります。

責任共有制度の対象とならない保証制度

責任共有制度の対象外となる保証（１００％保証）は以下のとおりです。

１．小口零細企業保証
２．特別小口保険に係る保証（ただしNPO法人を除く）
３．経営安定関連保険（セーフティネット）１号～６号に係る保証
４．災害関係保険に係る保証
５．創業関連保険（支援創業関連保証及び再挑戦支援保証含む）、創業等関連保険に係る保証
６．事業再生保険に係る保証
７．求償権消滅保証
８．破綻金融機関等関連特別保証（中堅企業特別保証）
９．東日本大震災復興緊急特別保険に係る保証
１０．経営力強化保証（保証割合が１００％の保証を既往借入金の範囲内で借り換えた場合に限る）
１１．事業再生計画実施関連保証（保証割合が１００％の保証を既往借入金の範囲内で借り換えた場合に限る）
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業 種 資 本 金 従 業 員
製 造 業 ・ 建 設 業
運 送 業 ・ そ の 他 ３億円以下 ３００人以下

卸 売 業 １億円以下 １００人以下
小 売 業
（ 飲 食 業 含 む ） ５，０００万円以下 ５０人以下

サ ー ビ ス 業 ５，０００万円以下 １００人以下
医 療 法 人 － ３００人以下

業 種 資 本 金 従 業 員
ゴ ム 製 品 製 造 業
�
�
自動車または航空機用タイヤ
及びチューブ製造業ならびに
工業用ベルト製造業を除く

�
�

３億円以下 ９００人以下

ソ フ ト ウ エ ア 業 ３億円以下 ３００人以下
情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下
旅 館 業 ５，０００万円以下 ２００人以下

法人・個人 ２億８，０００万円
組 合 ４億８，０００万円

信用保証のご利用について

【保証をご利用いただける方】
業歴
営業年数を問わず、客観的に事業を行っていることが

明らかであれば保証対象となります。

区域
次の（１）または（２）に該当すれば保証対象となり

ます。
（１）個人の場合：住居または事業所のいずれかが

大分県内にあるもの
（２）法人の場合：大分県内に本店または事業所を

有するもの
（注）制度要綱等で定めがある場合はその定めによります。

企業規模
法人の場合は、資本金（出資金）または常時使用する

従業員のいずれか一方が、個人またはNPO法人の場合
は、常時使用する従業員が、下記の条件を満たしていれ
ばご利用いただけます。

＊個人が営む医業は、常時使用する従業員数は１００人
以下です。

ただし、次の政令特例業種については、下記のとおり
となります（NPO法人を除く）。

＊生計を一つにしている家族従業員、会社の役員、全
くの臨時的な従業員は、常時使用する従業員数には
含まれません。

＊組合は、当該組合が保証対象業種を営むもの、また
はその構成員の３分の２以上が保証対象業種を営ん
でいれば対象となります。

業種
中小企業信用保険法施行令で定める業種となってお

り、商工業のほとんどの業種でご利用になれます。
ただし、農業、林業、漁業、金融・保険業（保険媒介

代理業、保険サービス業は除く）、パチンコ店等の遊技
業、性風俗関連特殊営業、興信所・易断所、その他信用
保証協会において保証対象として不適当と認める業種に
ついてはご利用いただくことができません。
また、許認可や届出を必要とする業種については、当該

事業に係る許認可等を受けていることが必要となります。

その他
反社会的勢力は、信用保証協会の保証の対象となりま

せん。

【保証の内容】
保証の最高限度額

※上記の保証限度額のうち、無担保保証の限度額は
８，０００万円です。
このほかに国が定める制度保証で、一定の要件を備え
ている方は、別枠で保証のご利用ができます。

保証期間
最長２０年以内まで取り扱いできます。
なお、それぞれの制度により定めがありますので、別

掲の保証制度のご案内（P２９～３１）をご覧ください。

資金使途
事業に必要な「運転資金」と「設備資金」に限ります。

連帯保証人
法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとします。
ただし、実質経営者、許認可名義人は連帯保証人に

なっていただきます。
なお、事業継承予定者は連帯保証人になっていただく

場合があります。

担保
必要に応じ、原則として、県内に所在する不動産、船

舶、流動資産（棚卸資産・売掛債権）、有価証券などを
提供していただきます。
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中津地区
毎月第３火曜日 午前１０時～午後３時

場所：中津商工会議所

日田地区
毎月第２火曜日 午後１時～午後３時

場所：日田商工会議所

佐伯地区
毎月第２木曜日 午前１０時～正午

場所：佐伯商工会議所

〈お問い合わせ〉 保証部 保証二課 ０９７―５３２―８２４７

当協会の取組

◆専門家派遣事業

平成２３年５月から当協会独自の事業として専門家派遣事業を
開始しています。本事業は、当協会をご利用いただいている中
小企業の皆さまに、専門的な知識と経験を有する専門家を無料
で派遣し、目標の実現や経営上抱える各種課題の解決をお手伝
いする事業です。平成２７年度は、４７企業に対し派遣を実施しま
した。

～概要～

◆金融相談会の実施

県内各地の商工会議所で定期的に金融相談会を開催しています。
当協会の中小企業診断士や保証部職員が、各種保証制度をはじめ、保証業務全般や経営に関すること
など、中小企業の皆さまからのご相談に直接応じています。

制度の運営 大分県信用保証協会

業務委託先 公益財団法人大分県産業創造機構

派遣する専門家 公益財団法人大分県産業創造機構に登録して
いる専門家

利用対象者 当協会を利用している中小企業

派遣回数 原則３回（必要に応じて５回まで実施可能）

派遣時間 １回あたり３時間

費 用 無料（専門家への報酬、交通費等は当協会が
負担）
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◆サポートミーティング事業の実施

当協会では、経営や再生の支援が必要な中小企業者に対し、中小企業者及び取引金融機関等が一堂に
会し、今後の取り組み等について意見交換を行うサポートミーティング（個別企業支援会議）事業を実
施しています。平成２７年度は８１先に対し延べ１１３回実施しました。
【目的】
大分県内の中小企業者で経営支援・再生支援が必要な中小企業者に対し、サポートミーティングを
開催することにより、中小企業者及び取引金融機関等相互の連携を図り、迅速かつ効果的な支援を行
うことを目的とします。
【支援対象企業】
原則、保証協会の保証利用がある先で、既往借入金について返済緩和等の措置を受けているが、経
営改善に強い意志を持つ中小企業者。
【会議のメンバー】
１．支援企業の代表者（又は役員）
２．支援企業の取引金融機関担当者
３．当協会担当者
４．その他事業者が希望したもので取引金融機関及び当協会が認めた者

◆「経営改善計画策定費用」に対する補助事業

当協会では、国が実施する「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」（事業者に対する計画
策定費用等の一部補助）に係る取り組みとして、事業者の自己負担部分の一部に対する費用補助を行っ
ています。
平成２７年度は４６件に対して総額５，０７２千円の補助を行いました。
【概要】
次の全ての要件を満たす中小企業者について、事業者の自己
負担部分（計画策定費用の１／３）のうち、１企業あたり１５万
円を上限として、その半分を補助します。（ただし、モニタ
リング費用を除きます。）
【要件】
①「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」の利用
申請を行い、大分県経営改善支援センターから受理の通知
を受けていること。
②サポートミーティングを活用すること。
③当協会の保証利用があること。



８

ホームページの活用

リーフレットの作成保証月報と季刊誌｢RELATION｣の発行

毎月１回、当協会の保証状況をわかりやすくまとめ
た「保証月報」を発行しています。
また季刊誌「RELATION」では、県内中小企業者

や金融機関のご紹介をはじめ、各種保証制度のご利用
方法や改正点などの情報を提供しています。

「信用保証制度のご案内」など、各種リーフレット
を作成し、制度の理解促進に努めています。

外部機関等の広報誌への広告掲載

広報活動
当協会では、信用保証協会への理解を深めていただくために、様々な広報活動を行っています。今後
も「顔の見える協会」を目指し、広報の充実に力を注いでまいります。

信用保証協会に関する基本事項のほか、
各種保証制度のご紹介やご利用方法など、
最新情報を幅広く掲載しています。

ホームページアドレス
http://www.oita-cgc.or.jp

当協会についてより多くの方に知っていただくため、
外部機関の広報誌に「信用保証」「経営支援」に関する
情報やお知らせを掲載しています。これからも地域に密
着した中小企業支援団体等の広報誌への情報発信を行い
ます。

〔掲載先〕
左：「Compass」大分県中小企業団体中央会
右：「創造おおいた」公益財団法人大分県産業創造機構
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平成２７年度経営計画の評価

大分県信用保証協会は、公的な「保証機関」として、中小企業者の資金調達の円滑化を図り、中小企業者の健全な育
成と地域経済の発展に貢献するため、金融支援・経営支援に努めてまいりました。
当協会は、経営の透明性を一層向上させて、対外的な説明責任を適切に果たすために、経営計画を公表し計画等の実

施状況に係わる自己評価を行うとともに、第三者による評価を受けて、その結果について公表しています。
今般、平成２７年度経営計画の実施状況について、自己評価を行いましたので、外部評価委員会意見書と併せて公表い

たします。

Ⅰ 業務環境について

１．地域経済及び中小企業の状況
大分県内の景気は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消費が底堅く推移しているものの、大型工事の一巡等を

背景に公共投資が弱い動きとなっていることや新興国を中心とする海外需要の減少を背景に生産が弱めの動きと
なっていることなどにより、持ち直しの動きに足踏み感がみられた。景気の先行きについては、生産が下げ止まり
に向かうもとで緩やかな持ち直しの動きに復していくとみられている。

２．中小企業向け融資の動向
大分県内に本店を有する地方銀行及び第二地方銀行の中小企業向け貸出残高（平成２８年３月末）をみると、地方

銀行は１兆１７４０億円（前年同月比１０４．１％）に増加し、第二地方銀行は３，３８４億円（同９９．４％）に減少した。
３．大分県内中小企業の資金繰り状況

大分県内中小企業の資金繰りは悪化した。平成２７年度の財務省九州財務局大分財務事務所の調査によると、県内
中小企業の資金繰り判断BSI は、平成２７年４月－６月期に０．０％ポイント（「改善」「悪化」同数）であったものの、
平成２７年７月－９月期には－１０．２％ポイント（「悪化」超）となった。その後、平成２７年１０月－１２月期に－４．１％ポ
イント（「悪化」超）と縮小したものの、平成２８年１月－３月期に－１０．２％ポイント（「悪化」超）となっている。
（第４４～４８回法人企業景気予測調査）

４．大分県内中小企業の設備投資動向
大分県内中小企業の設備投資は減少した。財務省九州財務局大分財務事務所の調査によると、県内中小企業の平

成２７年通期の設備投資計画は、７．４％の減少見込みとなっている。（第４８回法人企業景気予測調査）
５．大分県内の雇用情勢

大分県内の雇用情勢は改善した。大分労働局によると県内の有効求人倍率は１．０９倍であった。財務省九州財務局
大分財務事務所の調査によると、県内の「雇用情勢は、緩やかに改善している。」となっている。（大分県内経済情
勢報告 平成２８年４月）

Ⅱ 事業概況について

保証部門については、借換保証による返済負担の軽減、利便性の高い小口先カードローン（スモール３００）を利用
した効率的な資金繰りなどを提案し、積極的に保証推進に取り組んだことにより、保証承諾が前年度実績及び計画と
もに上回った。しかし保証承諾のうち借換の比率が高く、さらには繰上完済が引き続き発生するなど、結果として保
証債務残高は前年度実績及び計画ともに下回った。また、利用企業者数は前年度末比４５７企業減少の１１，４５４企業とな
り、一企業保証債務残高は１３，４１０千円となった。
期中管理部門については、国の補助金を活用した「経営安定化支援事業」や当協会独自事業である「経営改善計画

策定費用に対する補助事業」により改善計画の策定支援を行うと共に、サポートミーティングを活用するなど経営・
再生支援に取り組んだ。一方で金融機関においても引き続き柔軟に返済条件の変更に応じているものの、企業倒産は
増加傾向にあり、代位弁済については、計画を下回ったものの、前年度実績を上回った。
回収については、近年代位弁済が少ないことや求償権の質的劣化により環境は厳しいが、不動産任意処分の進捗管

理を徹底するなどして回収額の積上げに努めたことにより、前年度実績は下回るものの計画を達成することができ
た。
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区 分 件 数 前 年 度 比 金 額 前 年 度 比 計 画 比

保証承諾 ６，８４３ １０８．８ ６８，４３８ １１２．４ １０５．３
保証債務残高 １８，６０１ ９５．５ １５３，６０３ ９４．２ ９９．１
代位弁済 ２０１ １３２．２ １，９２７ １６８．４ ６４．２
実際回収 ４９ １２８．９ ６７５ ９６．７ １３５．０

〈平成２７年度主要業務数値〉 （単位：百万円、％）

Ⅲ 収支計画について

年度経営計画に基づき保証業務の適正な運営と経営の効率化に努めた結果、経費が減少し、さらには一時的収入も
あったことなどより、収支差額は６億９７百万円の黒字計上となった。

Ⅳ 財務計画について

収支差額のうち、３億４８百万円を収支差額変動準備金に、３億４９百万円を基金準備金に繰入れたことにより、期末
の収支差額変動準備金は５２億９百万円、基金準備金は９８億３２百万円となった。この結果、基本財産は１５２億３６百万円
となった。

Ⅴ 重点課題について

１．保証部門
ア 中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化
（ア）借換保証・経営力強化保証等の政策保証等による支援

政策保証等による支援については、借換保証による返済負担軽減の提案（借換保証の保証承諾実績：２，０４８
件２７，４１５百万円）、利便性が高く効率的な資金調達が可能な小口先カードローンの推進（小口先カードローン
の保証承諾実績：３０９件６５７百万円）などにより資金繰りの円滑化につなげることができた。

（イ）保証審査のスピーディーな対応
保証審査の対応については、早めの結論を心掛けて内部相談などの態勢を整えたことに加え、金融機関提携

保証の推進によりスピーディーかつタイムリーな保証を行うことができた。
（ウ）金融機関・市町村・支援機関等を訪問し、必要な情報交換やニーズの把握等により連携を深め、中小企業・

小規模事業者へ効果的な支援を行う。
金融機関に対しては定期的に本部訪問（６４回）や支店訪問（２，７４０回）を行うなどにより、情報交換や保証

推進に努めた。
また、支援機関についても、市町村や商工会議所・商工会の訪問回数を増やし、情報交換の頻度・内容の充

実を図った。特に別府市、佐伯市及び中津市では制度改正に関連する情報交換を密に行った結果、利便性向上
につなげることができた。
加えて引き続き大分県産業創造機構と連携して専門家派遣事業に取組み、４７先に対して派遣した。

イ 保証利用の向上
（ア）保証利用企業者を増加させるため、中小企業・小規模事業者への浸透を図る。

保証利用企業者の増加に向けて小口先カードローン等による新規先獲得や完済先・完済予定先に対する再利
用・継続利用の推進に取組んだ。小口先カードローンの利用者増加や完済後の再利用など一定の効果はあった
ものの、完済予定先に対するアプローチは資金需要が低くそのまま完済に至ることが多かった。また、金融機
関の激しい金利競争のためにプロパー融資で肩代りされるなどもあり保証利用企業者数は減少した。

（イ）創業支援の強化を図る。
創業支援については、日本政策金融公庫と共同して創業セミナーを初めて開催したほか、おおいたスタート

アップセンターとの連携を図ることで、１０２件（前年度７１件）の保証承諾につなげることができた。また、創
業者・創業予定者への面談時のアドバイスや創業後のモニタリング等にも取り組むことにより、創業者への
フォローアップに努めることができた。
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ウ 中小企業・小規模事業者への経営支援の強化
（ア）現地訪問等により中小企業・小規模事業者への経営支援に取り組む。

中小企業・小規模事業者への経営支援強化については、５７３先に対して現地企業訪問等を実施し、経営者と
の直接面談を通じて、資金繰りの改善提案等のアドバイスや信用保証制度などの説明を行ったことにより、相
互理解や意思疎通を図ることができた。

（イ）専門家派遣に継続して取り組む。
専門家派遣事業については、企業訪問をきっかけに依頼されるケースも多く、経営支援の強化につなげるこ

とができた。
エ 内部管理体制の充実
（ア）大口・グループ先等のリスク管理を継続実施する。

内部管理体制の充実については、大口先・グループ企業について、定期的に動向を分析し、引き続き与信状
況を把握することができた。

２．期中管理部門
ア 中小企業・小規模事業者への再生支援
（ア）国が推進する「経営支援強化促進補助事業」、「経営改善計画策定支援事業」により経営改善を支援する。

経営支援強化促進事業については、企業訪問や金融機関との意見交換を基に、企業の実態に即した支援対象
先の選定ができた。また、支援対象となった２０先については全て計画策定を完了した。
計画策定後直ちに売上の増加や財務状況の改善が実現できるものではないが、支援対象先である事業者から

「経営診断を通じて金融機関以外の専門家から意見を聞くことができ、客観的な目線での経営分析により経営
課題の把握ができた。」、「経営改善計画策定を通じて、予算と実績の差異を分析して経営会議を行うなど経営
者と従業員に経営に対する一体感が生まれ意識改革に繋がった。」、「目標管理体制、予実管理体制の徹底を図
ることで経営管理体制が強化された。」などの評価を得ている。
経営改善計画策定支援事業に対する補助事業については、４６件に対して総額５，０７２千円の補助を行った。

（イ）サポートミーティングの開催により、金融債権者間の調整を行い、企業の資金繰りを支援する。
サポートミーティングについては昨年以上のペースで開催し、８１先に対し述べ１１３回実施した。そのうち５７

先に対し返済緩和又は新規融資などの支援を行うことができた。
（ウ）当協会が創設した経営改善支援保証や国の事業再生計画実施関連保証等の保証制度を活用し、再生に取り組

む企業の資金繰りを支援する。
一般保険を利用した経営改善支援保証制度を創設したが、その後、特例保険による事業再生計画実施関連保

証が創設された。両制度は保証対象者等の要件が重複しており、その場合は特例保険である事業再生計画実施
関連保証が優先適用されるため経営改善支援保証の取扱いはなく、同制度は廃止した。事業再生計画実施関連
保証については３３件３８８百万円の保証承諾を行った。

（エ）大分県中小企業サポート推進会議の活用や認定支援機関との連携を図る。
大分県中小企業診断士協会や南九州税理士会等の認定支援機関、大分県中小企業再生支援協議会、大分県経

営改善支援センター等とは、対象企業の個別相談や情報交換等を行うことにより連携を図ることができた。
（オ）大分県中小企業再生支援協議会や大分ベンチャーキャピタル株式会社との連携を図る。

大分ベンチャーキャピタル株式会社とは、協会提案によるファンドを活用した再生支援の実績を上げるまで
には至らなかったが、再生支援に関する情報交換を行うことにより連携を図ることができた。

イ 期中管理の徹底
（ア）金融機関との協議により、条件変更の活用等による延滞債権の減少に向けた適切な支援措置を講じる。

金融機関本部への定例訪問（６０回）、延滞先取扱支店への進捗管理訪問（３４７回）を実施して、企業情報を共
有し共同管理に取組んだ。この結果、条件変更等の適切な措置を講じることができ、代位弁済金額は前年度実
績を上回ったものの計画額を下回る実績となった。

（イ）金融機関担保については、回収部門と帯同して金融機関と協議を行い、担保取得方針の早期確立に努める。
金融機関担保は現地確認するとともに再評価を行い、条件外担保については取得方針の早期確立に努めた。
現地確認については期中管理部門及び回収部門担当が原則帯同して行うこととし、やむを得ず各部門担当の

単独確認とした場合でも他部門担当に事後報告することで情報共有を行った。
（ウ）金融機関に対して、当協会の事務手続の周知を行い効率的な期中管理を行う。

期中管理に係わる事務上の誤りや留意点を取り纏めた文書を作成して、金融機関本部・支店訪問時に説明し
当協会の事務手続の周知徹底に努めた結果、提出書類等の記載漏れや誤りが減少するなどの改善が図れた。
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３．回収部門
ア 求償権回収の取組
（ア）有担保求償権については、期中管理段階での方針に基づき、処分等に向け早期に着手する。

求償権の回収方針を早期に確立し効率的な回収に努めたことで、担保物件の任意処分等による早期回収を行
うことができた。また、定期返済先の増額交渉をするなかで、一括返済による完済につなげることができた。

（イ）無担保求償権については、サービサーを活用する。
担保のない新規代位弁済案件については、代位弁済と同時に保証協会サービサーに回収委託し回収額の底上

げを図った。
イ 管理事務の効率化
（ア）回収の見込みがなく、債権管理の実益がないと判断した求償権については、管理事務停止を促進し、管理体

制の効率化を図る。
（イ）管理事務停止案件を対象に求償権整理を促進し、求償権残高の減少に努める。

債権管理の実益がないと判断した求償権について、管理事務停止は３２１件（年間目標２００件）、求償権整理は
２１１件（年間目標２００件）を実施して、いずれも年間目標を達成することができ、管理体制の効率化が図れた。

４．その他間接部門
ア 人材育成の充実
（ア）連合会等外部研修への参加や通信教育の受講等を継続することにより、専門知識等の習得を目指す。

連合会等外部研修については、職員の担当業務や経験年数などに基づき、所属部長とも協議した上で計画・
実施することにより専門知識等の習得に努めた。専門的能力を有する職員の養成については、中小企業診断士
資格を１１月に１人が取得した。

（イ）企業訪問時に同行して指導するなどベテラン職員による若手職員への OJT、経営相談や事業再生に関する
研修参加等により、目利き能力の向上を目指す。
若手職員や中堅職員については、ベテラン職員（再雇用者を含む）等の指導により能力向上に努めた。

（ウ）職場内での勉強会や関係機関との研修会開催等を計画的に実施する。
内部研修では、受講生の知識や理解が深められただけでなく、中堅職員が講師となる研修を実施したことに

より中堅職員自身の知識の定着や資料作成・説明能力といったスキルアップを図ることができた。
イ 経営基盤の強化
（ア）自己資金は安全性を確保した上で収益や効果等を考慮して運用する。

有価証券については、金利低下傾向が続いている中においても、利回りの確保に努めた。
（イ）経費の支出にあたっては、常に費用対効果を検証して節減を目指す。

経費については、妥当性、経済性の観点から支出内容を精査することにより、適正な執行に努めた。
また、別館新築に係る備品購入については諸条件を勘案し、必要最小限に抑えた。

ウ コンプライアンス体制等の充実
（ア）コンプライアンス研修を実施することにより、コンプライアンス意識の高揚を目指す。

コンプライアンス研修については、新入職員を対象に実施し、社会人としてコンプライアンス遵守の重要性
を理解させた。また、各課単位でも実施し、引き続き意識の高揚に努めた。

（イ）BCP（事業継続計画）の研修及び訓練を実施することにより、危機管理体制の強化を目指す。
BCPについては、管理職への研修や、初期対応担当チーム・損害評価担当チームによる机上訓練により、

災害等の発生初期において中心となる職員への理解を深めるとともに、計画の留意点も確認することができ
た。

エ 広報広聴の充実
（ア）ホームページ、機関誌、パンフレット等の広報ツールや説明会等により、中小企業・小規模事業者や金融機

関に対してタイムリーな情報発信・周知を行う。
定期的な広報活動やHPへの掲載等により、分かりやすくタイムリーな情報発信を行うことができた。

（イ）ホームページの「協会へのご意見」欄などの活用により、中小企業・小規模事業者等の意見を収集し業務に
反映する。
アンケートの実施により、中小企業者や金融機関からの意見を聞くことができた。



外
部
評
価
委
員
会
意
見
書
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外部評価委員会意見書（平成２７年度経営計画）
平成２８年６月１７日、大分県信用保証協会から平成２７年度事業概要及びそれに対する自己評価について説明を受けた。これについて、当委

員会の意見は次のとおりである。

総括
大分県信用保証協会では、借換保証による返済負担軽減の提案や利便性の高い小口先カードローンの推進を行うなど中小企業者の資金繰
り円滑化に取組んでいる。また、国の補助金を活用した「経営安定化支援事業」や協会独自事業である「経営改善計画策定費用に対する補
助事業」による経営改善計画の策定支援やサポートミーティングの活用により中小企業・小規模事業者の経営・再生支援に取り組んでいる。
こうした中、平成２７年度は収支差額６億９７百万円を計上し、このうち３億４８百万円を収支差額変動準備金に、３億４９百万円を基金準備金

に繰入れたことにより、基本財産は１５２億３６百万円と着実に増強が図られている。
しかし、県内の中小企業・小規模事業者の中には依然として経済動向に対する不安も強く、中には消費者行動や競争環境の変化に対応で
きず経営改善が進んでいない企業もあるなど、先行きの不透明感は否めない。そうした中、金融機関や関係機関と連携して金融・経営支援
に取組む必要があり、とりわけ地域を活性化させ今後につなげる分野として創業支援、経営・再生支援、事業承継支援などは保証協会の重
要な役割として積極的な取組みが求められる。
大分県信用保証協会においては、今後とも中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献できるよう不断の経営努力を期待する。

保証部門について
保証承諾は６８４億３８百万円となり、計画額（６５０億円）を上回り、前年対比１１２．４％、計画比１０５．３％となっている。
一方で保証債務残高は借換保証が中心であったことや保証料の割高感から繰上償還が引き続き発生したなどにより１，５３６億３百万円とな

り、計画額（１，５５０億円）を下回り、前年対比９４．２％、計画比９９．１％となっている。また、利用企業者数は、１１，４５４企業で前年度末に比べ
て４５７企業減少となっている。
大分県信用保証協会では、借換保証による返済負担軽減の提案や小口先カードローンの推進を行うなど中小企業者の資金繰り円滑化に取
組んでいる。特に小口先カードローンは要件を緩和し利便性を高めたことが小規模零細企業の資金繰りに寄与しているので、引き続き中小
企業・小規模事業者の目線に立った保証の提案及び制度の創設が期待される。
また、本部や支店の訪問などによる金融機関との連携に加えて、おおいたスタートアップセンター、大分県産業創造機構といった支援機
関とも連携を密にとっている。今後は大分県信用保証協会から関係機関に対して相互に連携した金融・経営支援を働きかけることで、より
効果的な取組みにつなげることが必要である。
さらには、中小企業・小規模事業者に対する保証と経営支援の一体的取組みが求められており、とりわけ、中小企業者の活力を生む新た
なチャレンジや創業に対する支援、経営者に対して経営改善の必要性を気づかせ事業を活性化させる経営・再生支援、地域に必要な事業を
今後につなげる事業承継支援については積極的な取組みが必要である。引き続き企業訪問や専門家派遣などを通じて企業の現場に出向き、
寄り添った支援を行うことが重要である。

期中管理部門について
代位弁済は１９億２７百万円となり、計画額（３０億円）を下回っているものの、前年実績（１１億４４百万円）を上回っている。これは、金融機
関が中小企業金融円滑化法の終了後も柔軟に返済条件の変更に応じているものの、消費者行動や競争環境の変化に対応できず倒産する企業
が増えてきたことなどが要因と思われる。中小企業・小規模事業者においては経済動向に対する不安も強く、改善が進んでいない企業を中
心に先行きの不透明感は否めない。
そうした中で、大分県信用保証協会は国の補助金を活用した「経営安定化支援事業」や協会独自事業である「経営改善計画策定費用に対
する補助事業」による経営改善計画の策定支援やサポートミーティングの活用により中小企業・小規模事業者の経営・再生支援に取り組ん
でいる。こうした取組みをさらに進めることにより再生可能性のある企業の経営改善につなげることが期待されている。
また、引き続き金融機関訪問やサポートミーティングなどの取組みを通じて、金融機関・支援機関等の関係者と適切な情報共有や意思疎
通を図ることで、期中管理体制の充実に努めるべきである。

回収部門について
回収は６億７５百万円となり、前年実績（６億９８百万円）を下回っているものの計画額（５億円）を上回っている。
近年は無担保や第三者保証人のいない求償権が増加しているため回収環境は厳しさを増しているが、期中管理部門と連携した早期回収や
サービサーの活用などにより引き続き回収額の最大化に努めるべきである。一方で破産等により回収不能となった求償権については管理事
務停止・求償権整理を行い、回収が見込める案件に注力できる効率的な業務体制につなげるべきである。

その他間接部門について
人材育成については、職員研修や若手職員に向けたOJTなど充実してきているが、引き続き職員の能力向上に努めるべきである。
コンプライアンス体制については、相互抑制がかかる仕組みの構築、コンプライアンス研修等による職員意識の向上に取組むことが必要
であり、さらにはコンプライアンスを遵守した業務運営を確実にする企業風土の醸成に努めるべきである。

平成２８年７月１５日
大分県信用保証協会外部評価委員会

委 員 長 岡村 邦彦
副委員長 河野 光雄



１４

借 方 貸 方

科 目 金 額 科 目 金 額

現金 ０ 基本財産 １５，２３５，５６０，２３０

基本財産
株式会社の資本金に相当し
ます。出資金としての性格
をもつ出捐金と金融機関等
負担金からなる【基金】と、
過去の収支差額の累計の
【基金準備金】の２つから
成っています。

預け金 ８，５４６，１９７，６０２ 基金 ５，４０３，８８７，０００

金銭信託 ０ 基金準備金 ９，８３１，６７３，２３０

有価証券 １４，９０２，９９４，２２４ 制度改革促進基金 ３２５，６２２，６９９
制度改革促進基金

国が実施する施策の円滑な
導入・促進を図るため、及
び中小企業者が必要とする
事業資金の融通を円滑にす
るため、協会の経営基盤を
強化することを目的とした
基金です。

その他有価証券 ８２，７７３，６５２ 収支差額変動準備金 ５，２０９，０００，０００

収支差額変動準備金
収支差額に欠損が生じた場
合や、急激な保証の増大等
により基本財産の増強が必
要となった場合には、これ
を取り崩して、協会経営が
不安定になることを防ぐこ
とができます。

動産・不動産 １，０１６，３２２，２６８ 責任準備金 ９３５，７４６，８７６

損失補償金見返 ０ 求償権償却準備金 １５４，６４２，６１０

保証債務見返 １５３，６０２，８２６，２０８ 退職給与引当金 ４１０，８６９，９３３
求償権

経理上の求償権は、代位弁
済した金額から回収金や日
本政策金融公庫からの保険
金等を控除した額です。

求償権 ５１９，７６７，１７８ 損失補償金 ２８７，９７７，１１７

雑勘定 ４９３，７０６，５４７ 保証債務 １５３，６０２，８２６，２０８

仮払金 ７，９４０，７０２ 求償権補填金 ０

厚生基金 ４１，３１７，０００ 借入金 ０

連合会勘定 ７６，４７２ 雑勘定 ３，００２，３４２，００６

未収利息 ２４，４２５，１１０ 仮受金 ７，２９７，６９３
未経過保険料

当年度中に日本政策金融公
庫に支払った保険料のう
ち、翌事業年度にかかる部
分を計上しています。

未経過保険料 419,947,263 保険納付金 ６３，４２６，４５５

損失補償納付金 ２１，９３０，６５０

未経過保証料 ２，９０４，１７９，３６６

未払保険料 １，２４９，２６７

未払費用 ４，２５８，５７５

合 計 １７９，１６４，５８７，６７９ 合 計 １７９，１６４，５８７，６７９

（平成２８年３月３１日現在）(単位：円）

資 産 負 債
科 目 金 額 科 目 金 額

現金 ０ 責任準備金 ９３５，７４６，８７６
預け金 ８，５４６，１９７，６０２ 求償権償却準備金 １５４，６４２，６１０
金銭信託 ０ 退職給与引当金 ４１０，８６９，９３３
有価証券 １４，９０２，９９４，２２４ 損失補償金 ２８７，９７７，１１７
その他有価証券 ８２，７７３，６５２ 保証債務 １５３，６０２，８２６，２０８
動産・不動産 １，０１６，３２２，２６８ 求償権補填金 ０
損失補償金見返 ０ 借入金 ０
保証債務見返 １５３，６０２，８２６，２０８ 雑勘定 ３，００２，３４２，００６
求償権 ５１９，７６７，１７８
譲受債権 ０
雑勘定 ４９３，７０６，５４７

合 計 １７９，１６４，５８７，６７９ 合 計 １５８，３９４，４０４，７５０
正 味 財 産 ２０，７７０，１８２，９２９

（平成２８年３月３１日現在）(単位：円）

平成２７年度財務報告
貸借対照表

財産目録

未経過保証料
受入保証料のうち当該決算
期間の未経過分（次年度以
降に係る保証料）を計上し
ます。
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１５

科 目 金 額

経常収入 ２，０５６，５１６，６８１

保証料 １，４５０，２２０，４２７ 保証料
決算上の保証料は、受入保
証料のうち当該決算期間に
対応する額が計上されま
す。

預け金利息 １，５９４，２１５

有価証券利息・配当金 １９１，１３８，０９１

調査料 ０

延滞保証料 １，０９２，４５１

損害金 ７，３９３，７８０

事務補助金 ２９６，１４２，５４８

責任共有負担金 ９４，１２８，０００ 責任共有負担金
責任共有制度にて負担金方
式を選択した金融機関より
受領した負担金です。金融
機関毎の平均保証債務残高
に対する代位弁済率にて算
出されます。

雑収入 １４，８０７，１６９

経常支出 １，５５８，７８１，８８４

業務費 ６２１，２６０，３８６

借入金利息 ０信用保険料
日本政策金融公庫へ支払う
信用保険料です。 信用保険料 ９３４，８１３，４７３

責任共有負担金納付金
責任共有負担金について、
当協会と日本政策金融公庫
との責任割合（平均填補率）
に応じ、日本政策金融公庫
にその一部を納付していま
す。

責任共有負担金納付金 ０

雑支出 ２，７０８，０２５

経常収支差額 ４９７，７３４，７９７

経常外収入 ２，７８９，０４８，９７８

償却求償権回収金 １０２，０３８，９２２

責任準備金戻入 ９９０，２３７，７５４

求償権償却準備金戻入 １０２，２８８，０２９

求償権補填金戻入 １，３６５，３８３，６７４

保険金 １，２７８，２４６，１９７

損失補償補填金 ８７，１３７，４７７

補助金 ０

その他収入 ２２９，１００，５９９

経常外支出 ２，６７２，９２０，１９９

求償権償却
年度末求償権のうち法的整
理の結果回収不能となって
償却した求償権や当年度受
領した保険金相当額等を計
上しています。

求償権償却 １，５７７，４７０，５１３

譲受債権償却 ０

有価証券償却 ０

雑勘定償却 ２，４００，０００

退職金 １０，０００

責任準備金繰入
景気変動等により代位弁済
が想定以上に増加した場合
の備え（支払い資金）とし
て、保証債務残高に対して
一定の割合を積み立ててい
ます。

責任準備金繰入 ９３５，７４６，８７６

求償権償却準備金繰入
協会資産の健全性を保つ観
点から求償権の回収不能額
を見積もって一定の割合を
積み立てています。

求償権償却準備金繰入 １５４，６４２，６１０

その他支出 ２，６５０，２００

経常外収支差額 １１６，１２８，７７９

制度改革促進基金取崩額 ８３，３１７，５２６ 制度改革促進基金取崩額
部分保証にかかる代位弁済
による損失等は、それを補
うために別途国から受領し
た制度改革促進基金を取崩
すことができることとなっ
ています。

収支差額変動準備金取崩額 ０

当期収支差額 ６９７，１８１，１０２

収支差額変動準備金繰入額 ３４８，０００，０００

基本財産繰入額又は基本財産取崩額 ３４９，１８１，１０２

収支計算書
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）（単位：円）



１６

（※表中の各金額は単位未満を四捨五入しているため、合計の金額にならない場合がございます。）

信用組合
10.8%

商工中金
0.7%

都市銀行
0.8%

信用金庫
19.9 %

地方銀行
43.0%

第二地方銀行
24.7%

平成27年度
保証承諾
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

都 市 銀 行 ２２ ５６８，０００ １１９．９ ０．８

地 方 銀 行 ２，３５８ ２９，４４９，０１９ ９９．６ ４３．０

第二地方銀行 １，７５３ １６，８８９，６８０ １３３．０ ２４．７

信 用 金 庫 １，７４９ １３，６４１，７７０ １０７．８ １９．９

信 用 組 合 ９３６ ７，３９５，１４４ １４０．１ １０．８

商 工 中 金 ２５ ４９４，２２４ ２７３．７ ０．７

合 計 ６，８４３ ６８，４３７，８３７ １１２．４ １００．０

（単位：件、千円、％）

信用組合
9.6%

商工中金
0.6%

都市銀行
0.8%

信用金庫
20.9% 地方銀行

48.4%

第二地方銀行
19.7%

平成27年度
保証債務残高
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

都 市 銀 行 ８９ １，２８７，１８１ ８１．１ ０．８

地 方 銀 行 ７，２９３ ７４，３３２，１００ ８９．７ ４８．４

第二地方銀行 ３，７５４ ３０，１９９，４８６ １０１．５ １９．７

信 用 金 庫 ５，１０１ ３２，１１５，９７５ ９７．２ ２０．９

信 用 組 合 ２，２８６ １４，７５７，９８５ ９７．９ ９．６

商 工 中 金 ７８ ９１０，０９９ １２６．８ ０．６

合 計 １８，６０１ １５３，６０２，８２６ ９４．２ １００．０

（単位：件、千円、％）

信用組合
14.1%

商工中金
0.4%

都市銀行
0.0%

信用金庫
15.2%

地方銀行
42.4%

第二
地方銀行
27.9%

平成27年度
代位弁済
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

都 市 銀 行 ０ ０ ０．０ ０

地 方 銀 行 ７９ ８１６，８１６ １５３．４ ４２．４

第二地方銀行 ４４ ５３８，２１３ ３７１．６ ２７．９

信 用 金 庫 ４０ ２９２，７８４ １９７．３ １５．２

信 用 組 合 ３６ ２７１，３４０ ８７．４ １４．１

商 工 中 金 ２ ７，８５７ ９９．８ ０．４

合 計 ２０１ １，９２７，０１０ １６８．４ １００．０

（単位：件、千円、％）

信用保証の動向

平成２７年度信用保証業務の状況〈金融機関群別〉

保証承諾

保証債務残高

代位弁済

注）金融機関の統合前の数値は統合後の金融機関に含みます。（前
年比も同じ）
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１７

サービス業
15.7%

その他
14.3%

製造業
13.3%

小売業
14.3%

建設業
29.2%

卸売業
13.2%

平成27年度
保証承諾
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

製 造 業 ８５６ ９，１３２，０７５ １００．３ １３．３

建 設 業 ２，１００ ２０，００３，６００ １１９．９ ２９．２

卸 売 業 ７１１ ９，０５５，５１０ １１０．１ １３．２

小 売 業 １，１６１ ９，７８９，４２３ １１０．０ １４．３

サ ー ビ ス 業 １，１６０ １０，７７１，６０５ １１２．３ １５．７

そ の 他 ８５５ ９，６８５，６２４ １１５．８ １４．３

合 計 ６，８４３ ６８，４３７，８３７ １１２．４ １００．０

（単位：件、千円、％）

サービス業
19.0%

その他
15.5%

製造業
15.9%

小売業
13.6%

建設業
25.2%

卸売業
10.8%

平成27年度
保証債務残高
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

製 造 業 ２，５２６ ２４，４５１，５２５ ８９．４ １５．９

建 設 業 ５，００５ ３８，６５５，９１７ ９８．４ ２５．２

卸 売 業 １，６３０ １６，５４２，２８８ ９２．９ １０．８

小 売 業 ３，０７７ ２０，９０８，９０７ ９２．７ １３．６

サ ー ビ ス 業 ３，６３６ ２９，２１７，６８６ ９４．５ １９．０

そ の 他 ２，７２７ ２３，８２６，５０３ ９５．０ １５．５

合 計 １８，６０１ １５３，６０２，８２６ ９４．２ １００．０

（単位：件、千円、％）

サービス業
15.4%

その他
23.1%

製造業
19.6%

小売業
11.4%

建設業
17.5%

卸売業
13.0%

平成27年度
代位弁済
（金額構成比）

区 分 件数 金額 前年比 構成比

製 造 業 ３２ ３７６，８８８ ２６６．３ １９．６

建 設 業 ３７ ３３７，０４５ １４５．３ １７．５

卸 売 業 ２１ ２５０，２５２ １２０．０ １３．０

小 売 業 ４０ ２１９，４２３ １７６．２ １１．４

サ ー ビ ス 業 ２３ ２９６，９３２ １４６．５ １５．４

そ の 他 ４８ ４４６，４７０ １９０．２ ２３．１

合 計 ２０１ １，９２７，０１０ １６８．４ １００．０

（単位：件、千円、％）

平成２７年度信用保証業務の状況〈業種別〉

保証承諾

保証債務残高

代位弁済



１８

保 証 承 諾 保 証 債 務 残 高 代位弁済（元利）

件数 金 額 前年比 構成比 件数 金 額 前年比 構成比 件数 金 額 前年比 構成比

大 分 市 ２，８８０ ３０，３２９，２９０ １１６．１ ４４．３ ７，９０２ ６７，６４２，１１４ ９５．３ ４４．０ ８６ ８３９，４５９ ２６３．６ ４３．６

別 府 市 ７４３ ６，８６４，６８２ ９２．６ １０．０ ２，０９４ １７，４３３，９０６ ９３．４ １１．３ １５ ６７，５４９ ２５．６ ３．５

中 津 市 ４０６ ４，７３８，９５４ １１６．６ ６．９ １，１７４ １１，０３１，１７４ ９５．１ ７．２ １２ ５５，４２６ ４２．８ ２．９

日 田 市 ５６６ ４，７２４，５５８ １２２．０ ６．９ １，５３８ ９，４６６，３９０ ９０．３ ６．２ １５ ２４６，０２６ ４２４．８ １２．８

佐 伯 市 ４６０ ５，１０６，５００ １１５．０ ７．５ １，１７１ １０，８３２，４７２ ９６．０ ７．１ ８ ７３，９８３ ５７．９ ３．８

臼 杵 市 ２３０ ２，８０６，４４０ １０６．４ ４．１ ５８５ ５，９８３，８３１ ９１．１ ３．９ ８ １１０，８６９ *** ５．８

津 久 見 市 １０７ １，０５４，４００ ９９．１ １．５ ２５０ ２，００４，０３５ ９９．１ １．３

竹 田 市 １９８ １，７５８，４４０ １０５．６ ２．６ ３８９ ２，９３６，５９２ １０２．０ １．９ ５ ２１，３４０ － １．１

豊後高田市 １１３ ９６８，６００ ９２．４ １．４ ３１６ ２，６５５，６３６ ８７．５ １．７ ４ ２０，３７６ － １．１

杵 築 市 １５４ １，２４２，６０４ １０３．７ １．８ ４２２ ３，２２７，０４８ ８７．８ ２．１ １ １２，４５６ ５３．１ ０．６

宇 佐 市 ２７８ ２，９７６，２８０ １２６．７ ４．３ ７０６ ５，５８７，４９９ ９４．６ ３．６ １０ １２４，５７６ １８５．８ ６．５

豊後大野市 １７６ １，５６２，４００ ９６．８ ２．３ ４５８ ３，０１５，９２５ ９７．１ ２．０ ９ ８１，０６７ *** ４．２

由 布 市 １４５ １，０９７，６５０ １２７．３ １．６ ４９７ ３，３０４，３８０ ９４．０ ２．２ ３ ５，７８８ ３２．９ ０．３

国 東 市 ９８ ６７４，６５０ ９６．０ １．０ ２７２ １，７９４，３７４ ９０．０ １．２ ７ ７０，７９８ － ３．７

姫 島 村 １ １，０００ １０．０ ０．０ ５ ２７，６９１ ８４．３ ０．０

日 出 町 １３８ １，３２４，２５０ １７０．６ １．９ ３２１ ２，７１８，７４２ ９９．７ １．８ ９ １０９，４９２ １８３．０ ５．７

九 重 町 ５３ ５４６，８９０ １１４．４ ０．８ １５９ １，５３１，６１２ ９８．９ １．０

玖 珠 町 ９７ ６６０，２４９ １１８．４ １．０ ２９３ １，７３１，９４２ ９０．４ １．１ ７ １２，４９４ － ０．６

県外 ４９ ６７７，４６４ ６５．３ ０．４ ２ ７５，３１２ － ３．９

合 計 ６，８４３ ６８，４３７，８３７ １１２．４ １００．０ １８，６０１ １５３，６０２，８２６ ９４．２ １００．０ ２０１ １，９２７，０１０ １６８．４ １００．０

（単位：件、千円、％）

平成２７年度信用保証業務の状況〈市町村別〉

（注）比率は、１，０００．０％以上のときは「***」、前年が０のときは「－」を表示しています。
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金　　　　額
件　　　　数

23年度
833
6,927

24 年度
721
6,249

25 年度
691
6,720

26 年度
609
6,289

27 年度
684
6,843

0
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（億円）

0
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（件）

27年度
1,536
18,601

金　　　　額
件　　　　数

23年度
2,022
21,508

25 年度
1,775
20,462

26 年度
1,630
19,479

24 年度
1,879
20,871
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（企業者数）

企 業 者 数
23年度
13,438

26 年度
11,911

27 年度
11,454

25 年度
12,542

24 年度
13,058

金　　　　額
件　　　　数

23年度
429
2,647

24 年度
435
2,512

25 年度
415
2,414

26 年度
378
2,265

27 年度
358
2,225

（億円） （件）

0
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金　　　　額
件　　　　数

23年度
29
321

26 年度
11
152

27 年度
19
201

25 年度
16
201

24 年度
25
238

保証承諾の推移

保証債務残高の推移

利用企業者数の推移

条件変更承諾実績（期限延長、返済条件の変更に係るもの）

代位弁済の推移



２０

Ⅰ．基本方針
１．業務環境
（１）大分県の景気動向
　我が国の景気は、平成26年４月の消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動減や夏の天候不順の影響に加え、円安に伴う輸入物
価の上昇、さらには、消費税率引上げの影響を含めた物価の上昇に家計の所得が追い付いていないことなどの背景もあり、個人消
費などに弱さがみられますが、緩やかな回復基調が続いています。
　大分県内の景気は、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動は和らいでいるものの、持ち直しの動きに足踏み感がみられま
す。景気の先行きは、雇用・所得環境が改善の動きを続ける中、緩やかな持ち直し基調に復するとみられています。

（２）中小企業・小規模事業者を取り巻く環境
　大分県の企業倒産は、金融機関が中小企業金融円滑化法（以下、「金融円滑化法」という。）の終了後も柔軟に返済条件の変更に
努めていることなどもあり、昨年に引き続き低水準で推移しています。この結果、当協会の代位弁済については、平成21年度から
6年連続で前年実績を下回る見込です。しかし、体力に乏しい中小企業・小規模事業者を中心に依然として返済条件の変更を行っ
ている企業も多く、アベノミクスの効果が行き届いていないと言われる地方においても、今後は経済成長の成果が広く行き渡るこ
とにより、業況が回復することが期待されています。

２．業務運営方針
　大分県信用保証協会は、信用保証協会としての公共性や社会的責任を認識し、厳しい経済環境の中で努力している中小企業・小
規模事業者や返済条件の変更を行いながら事業再生に取り組んでいる中小企業・小規模事業者の金融円滑化を支援するために、政
策保証を中心とした金融支援を積極的に行うとともに金融機関や支援機関と連携し経営支援や再生支援に取り組みます。
　また、そのために必要な協会自身の経営基盤の強化にも努めるべく次の項目に取り組みます。

（１）保証部門
　金融円滑化法の終了から２年が経過しましたが、保証債務残高に占める条件変更の割合は依然として高い状態が続いており、保
証協会は保証による金融支援に加えて、保証をより効果のあるものとするために経営支援にも取り組むことが求められています。
その一方で、信用保証制度を危機対応モードから平時モードへ移行させる流れや、低金利下での保証料の割高感、利用企業者数の
減少等保証協会を取り巻く環境は一段と厳しいものとなっています。
　このような状況を踏まえ、これまで以上に中小企業・小規模事業者の立場に立って資金繰りの円滑化を支援するとともに、専門
家派遣等の経営支援に取り組むことで保証の利用促進に努めます。
　ア　中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化

（ア）借換保証・経営力強化保証等の政策保証等による支援
（イ）保証審査のスピーディーな対応
（ウ）金融機関・市町村・支援機関等を訪問し、必要な情報交換やニーズの把握等により連携を深め、中小企業・小規模事

業者へ効果的な支援を行います。
　イ　保証利用の向上

（ア）保証利用企業者を増加させるため、中小企業・小規模事業者への浸透を図ります。
（イ）創業支援の強化を図ります。

　ウ　中小企業・小規模事業者への経営支援の強化
（ア）現地訪問等により中小企業・小規模事業者への経営支援に取り組みます。
（イ）専門家派遣に継続して取り組みます。

　エ　内部管理体制の充実
（ア）大口・グループ先等のリスク管理を継続実施します。

（２）期中管理部門
　金融円滑化法の終了後においても、金融機関や支援機関との連携により、中小企業・小規模事業者の経営改善や資金繰り等の支
援に努めていますが、依然として改善が進まず、返済条件の変更等を繰り返す企業も多く、保証債務残高に占める条件変更の割合
は高い状態で推移しています。
　こうした中で、中小企業・小規模事業者の経営改善を進めていくためには、中小企業・小規模事業者に寄り添った姿勢で相談対
応を行うとともに、引き続き、金融機関や支援機関と連携し、各々の機能、強みを効果的に組み合わせて再生支援に取り組んでい
く必要があります。
　また、延滞債権管理についても金融機関と十分に協議を行い、経営改善が可能である先には条件変更などの措置を講じます。
　ア　中小企業・小規模事業者への再生支援

（ア）国が推進する「経営支援強化促進補助事業」、「経営改善計画策定支援事業」により経営改善を支援します。
（イ）サポートミーティングの開催により、金融債権者間の調整を行い、企業の資金繰り改善を支援します。
（ウ）当協会が創設した経営改善支援保証や国の事業再生計画実施関連保証等の保証制度を活用し、再生に取り組む企業の

資金繰りを支援します。
（エ）大分県中小企業サポート推進会議の活用や認定支援機関との連携を図ります。
（オ）大分県中小企業再生支援協議会や大分ベンチャーキャピタル株式会社との連携を図ります。

中期事業計画（平成２７年度～平成２９年度）
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　イ　期中管理の徹底
（ア）金融機関との協議により、条件変更の活用等による延滞債権の減少に向けた適切な支援措置を講じます。
（イ）金融機関担保については、回収部門と帯同して金融機関と協議を行い、担保取得方針の早期確立に努めます。
（ウ）金融機関に対して、当協会の事務手続の周知を行い効率的な期中管理を行います。
 

（３）回収部門
　近年は、代位弁済の減少に加え、有担保求償権の減少、第三者保証人のいない求償権や自己破産等法的手続を適用した求償権の
増加等により、回収を取り巻く環境は一段と厳しさを増しています。
　こうした中で、求償権回収を促進していくためには、有担保求償権については担保不動産の処分方針を早期に確立するととも
に、無担保求償権についてはサービサーを活用することにより、引き続き求償権回収の最大化を図っていく必要があります。
　また、管理事務停止や求償権整理を促進し、管理事務の効率化を図ります。
　ア　求償権回収の取組

（ア）有担保求償権については、期中管理段階での方針に基づき、処分等に向け早期に着手します。
（イ）無担保求償権については、サービサーを活用します。
（ウ）定期返済先については、回収の底上げを図るため、増額交渉を行います。

　イ　管理事務の効率化
（ア）回収の見込みがなく、債権管理の実益がないと判断した求償権については、管理事務停止を促進し、管理体制の効率

化を図ります。
（イ）管理事務停止案件を対象に求償権整理を促進し、求償権残高の減少に努めます。

（４）その他間接部門
　ア　人材育成の充実

　経営支援や再生支援への取組強化、経営者保証に依存しない融資の拡大など協会を取り巻く情勢が大きく変化する中、限ら
れた人員で保証協会の責務を果たしていくには、多様化する業務に的確に対応できる資質の高い職員を養成する必要があるた
め、次の取組を行います。
（ア）連合会等外部研修への参加や通信教育の受講等を継続することにより、専門知識等の習得を目指します。
（イ）企業訪問時に同行して指導するなどベテラン職員による若手職員へのOJT、経営相談や事業再生に関する研修参加等

により、目利き能力の向上を目指します。
（ウ）職場内での勉強会や関係機関との研修会開催等を計画的に実施します。

　イ　経営基盤の強化
　業務運営の健全性が維持できるよう、引続き収支差額を確保しながら経営基盤の強化を図るために、効率的な資金の運用や
コスト意識をもった適切な支出に努める必要があり、次の取組を実施します。
（ア）自己資金は安全性を確保した上で収益や効果等を考慮して運用します。
（イ）経費の支出にあたっては、常に費用対効果を検証して節減を目指します。

　ウ　コンプライアンス体制等の充実
　役職員が常日頃から社会的責任を十分意識して行動し、地域社会の信頼を得ていくため、コンプライアンス体制をさらに強
化する必要があり、次の取組に努めます。
（ア）コンプライアンス研修を実施することにより、コンプライアンス意識の高揚を目指します。
（イ）BCP（事業継続計画）の研修及び訓練を実施することにより、危機管理体制の強化を目指します。

　エ　広報広聴の充実
　新しい保証制度や保証協会の取組などをPRし保証利用の促進を図るとともに、中小企業・小規模事業者等のニーズを把握
して業務に適確に反映するため、次の取組に努めます。
（ア）ホームページ、季刊誌、パンフレット等の広報ツールや説明会等により、中小企業・小規模事業者や金融機関に対し

てタイムリーな情報発信・周知を行います。
（イ）ホームページの「協会へのご意見」欄などの活用により、中小企業・小規模事業者等の意見を収集し業務に反映します｡

Ⅱ．事業計画
平成27年度 平成28年度 平成29年度年　度

項　目 金　額 対前年度
計画比

対前年度
実績比 金　額 対前年度

計画比 金　額 対前年度
計画比

保　　証　　承　　諾

保 証 債 務 残 高

代　　位　　弁　　済

実　　際　　回　　収

65,000

155,000

3,000

500

89.0

91.2

66.7

71.4

106.6

95.1

260.9

72.5

65,000

150,000

3,000

500

100.0

96.8

100.0

100.0

65,000

145,000

3,000

500

100.0

96.7

100.0

100.0

（単位：百万円、％）
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Ⅰ．経営方針
１．業務環境
（１）大分県の景気動向

　平成27年度の我が国の景気は、年度前半には新興国経済の
景気減速の影響等もあり、輸出が弱含み、個人消費及び民間
設備投資の回復に遅れが見られたが、経済財政政策の推進に
より、雇用・所得環境が改善し、原油価格の低下等により交
易条件が改善する中で、緩やかな回復基調が続いています。
　大分県内の景気は、雇用・所得環境の改善を背景に個人消
費が底堅く推移しているものの、大型工事の一巡等を背景に
公共投資が弱い動きとなっていることや新興国を中心とする
海外需要の減少を背景に生産が弱めの動きとなっていること
などにより、持ち直しの動きに足踏み感がみられます。景気
の先行きについては、生産が下げ止まりに向かうもとで緩や
かな持ち直しの動きに復していくとみられます。

（２）県内中小企業を取り巻く環境
　大分県の企業倒産は、金融機関が中小企業金融円滑化法（以
下、「金融円滑化法」という。）の終了後も柔軟に返済条件の
変更に努めるなど中小企業・小規模事業者への支援を行って
いるものの、昨年度に比べて増加傾向にあります。当協会の
代位弁済についても、７年ぶりに増加しており、体力に乏し
く依然として条件変更を行っている企業も多いことから、更
なる増加が懸念されます。
　人口の減少など中小企業・小規模事業者を取り巻く環境は
依然として厳しいが、地方創生の取組みなどにより、業況が
回復することが期待されています。

２．業務運営方針
　大分県信用保証協会は、信用保証協会としての公共性や社会
的責任を認識し、厳しい経済環境の中で努力している中小企業・
小規模事業者や返済条件の変更を行いながら事業再生に取り組ん
でいる中小企業・小規模事業者の金融の円滑化と経営の改善を
図るため、金融機関や支援機関と連携して金融支援と経営支援の
一体的取組みを推進します。また、そのために必要となる人材の
育成やコンプライアンス体制などの充実を図ります。

Ⅱ．重点課題
１．保証部門
（１）現状認識

　金融円滑化法の終了から３年が経過しましたが、保証債務
残高に占める条件変更の割合は依然として高い状態が続いて
おり、保証協会は保証による金融支援に加えて、保証をより
効果のあるものとするために経営支援にも取り組むことが求
められています。
　その一方で、低金利下での保証料の割高感や、廃業等によ
る中小企業・小規模事業者の減少など保証協会を取り巻く環
境は一段と厳しいものとなっています。
　このような状況を踏まえ、これまで以上に中小企業・小規
模事業者の立場に立って資金繰りの円滑化を支援するととも
に、専門家派遣等の経営支援に取り組むことで保証の利用促
進に努めます。

（２）具体的な課題
　ア　中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化
　イ　保証利用の向上
　ウ　中小企業・小規模事業者への経営支援の強化
　エ　内部管理体制の充実

（３）課題解決のための方策
　ア　中小企業・小規模事業者の資金繰り円滑化
　（ア）借換保証・経営力強化保証等の政策保証等による支援
①借換保証の活用により、返済方法を見直すことで、月々の返
済負担の軽減を支援します。

②経営改善計画の実施に必要な資金を供給する経営力強化保証
を推進します。

　（イ）保証審査のスピーディーな対応
①内部協議を励行し、早めに結論を出す態勢を整備します。
②金融機関との提携保証によりスピーディーな対応を行います。

　（ウ）金融機関・市町村・支援機関等を訪問し、必要な情報交換や

ニーズの把握等により連携を深め、中小企業・小規模事業者
へ効果的な支援を行います。

①金融機関の本部を訪問し、金融機関の要望把握、保証推進に
関する情報や国の施策情報等の提供を行います。

②金融機関の支店を訪問し、保証申込の事前相談や国の施策等
の情報提供を行います。

③市町村を訪問し、市町村制度の利用促進や制度の改善につい
ての意見交換を行います。

④商工会議所・商工会等の支援機関を訪問し、中小企業・小規
模事業者のニーズの把握や当協会の取組等について情報提供
を行います。

⑤大分県産業創造機構と連携した専門家派遣に引き続き取り組
みます。

　イ　保証利用の向上
　（ア）保証利用企業者を増加させるため、中小企業・小規模事業者

への浸透を図ります。
①小口零細企業保証や小口先カードローン等により小規模事業
者への浸透を図ります。

②優良先に対する当座貸越・カードローンの提案を行います。
③完済予定者を抽出し事前にアプローチを行うことにより保証
利用企業者数の増加を図ります。

④利用者のニーズに対応した保証制度の創設について検討を行
います。

⑤新たに保証対象となったNPO法人の利用を促進します。
⑥中小企業へのプラスワンサービスである保証協会団信制度の
普及・促進を図ります。

　（イ）創業支援の強化を図ります。
①創業セミナーを開催し、創業者への啓発や情報提供に取り組
みます。

②県が取り組むおおいたスタートアップ支援事業に協働し、お
おいたスタートアップセンターとの連携を図ります。　　

③創業者・創業予定者との面談により創業時の必要なアドバイ
スを行います。

④創業者に対し創業保証後のモニタリング、フォローアップを
行います。

⑤創業後５年未満の先について、経営安定化支援事業による経
営診断及び指導等を行います。

　ウ　中小企業・小規模事業者への経営支援の強化
　（ア）現地訪問等により中小企業・小規模事業者への経営支援に取

り組みます。
①現地訪問を通して経営上の問題点の把握と必要なアドバイス
を行います。

②制度融資や専門家派遣等の紹介を行います。
　（イ）専門家派遣に継続して取り組みます。
①課題解決のための専門家派遣に引き続き取り組みます。

　エ　内部管理体制の充実
　（ア）大口・グループ先等のリスク管理を継続実施します。
①保証債務残高80百万円以上の大口先について件数・金額の増
減や財務内容の傾向等を引き続き分析します。

②グループ企業についてはグループ単位で保証債務残高の増減
等を分析します。

２．期中管理部門
（１）現状認識

　金融円滑化法の終了後においても、金融機関や支援機関と
の連携により、中小企業・小規模事業者の経営改善や資金繰
り等の支援に努めていますが、依然として改善が進まず、返
済条件の変更等を繰り返す企業も多く、保証債務残高に占め
る条件変更の割合は高い状態で推移しています。
　こうした中で、中小企業・小規模事業者の経営改善を進め
ていくためには、中小企業・小規模事業者に寄り添った姿勢
で相談対応を行うとともに、引き続き、金融機関や支援機関
と連携し、各々の機能、強みを効果的に組み合わせて経営・
再生支援に取り組んでいく必要があります。
　また、延滞債権については、金融機関と十分に協議を行
い、経営改善が可能である先には条件変更などの措置を講じ
ます。  

（２）具体的な課題
　ア　中小企業・小規模事業者への経営・再生支援
　イ　期中管理の徹底

　　　　 
（３）課題解決のための方策
　ア　中小企業・小規模事業者への経営・再生支援

平成２８年度経営計画
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　（ア）「経営安定化支援事業」、「経営改善計画策定支援事業に対す
る補助事業」により経営改善を支援します。

①国の補助金を活用した「経営安定化支援事業」を平成28年度
も引き続き実施します。
・返済緩和先、債務超過先等の中から経営改善の必要な先を
抽出し、企業訪問を通じて経営診断や経営改善計画の策定
を促します。

・創業後５年未満の先について、創業時の経営計画と実績の
乖離がある先を選定し経営診断及び指導等を実施します。

②当協会の独自事業である「経営改善計画策定支援事業に対す
る補助事業」を平成28年度も引き続き実施し、経営改善計画
の策定を支援します。

　（イ）サポートミーティングの開催により、金融債権者間の調整を
行い、企業の資金繰りを支援します。

①中小企業・小規模事業者や金融機関からの依頼については、
他の金融債権者等と調整を行いながらサポートミーティング
を開催します。

②経営の改善が必要と判断した中小企業・小規模事業者につい
ては、金融機関へ経営改善計画の策定とサポートミーティン
グの開催を働きかけます。

　（ウ）国の事業再生計画実施関連保証（経営改善サポート保証）、
条件変更改善型借換保証等の保証制度を活用し、再生に取り
組む企業の資金繰りを支援します。

　（エ）大分県中小企業サポート推進会議の活用や認定支援機関との
連携を図ります。

①大分県中小企業サポート推進会議で、再生の取り組み事例等
について関係機関と情報共有することにより経営改善を促進
します。

②南九州税理士会と連携し、中小企業・小規模事業者の経営改
善策等を検討します。

　（オ）大分県中小企業再生支援協議会、大分ベンチャーキャピタル
株式会社等との連携を図ります。

①大分県中小企業再生支援協議会、大分県経営改善支援セン
ター、大分県事業引継ぎ支援センターと再生案件等の取組状
況について情報交換を行います。

②大分ベンチャーキャピタル株式会社と再生案件について協議
を行い、事業再生支援に取り組みます。

　イ　期中管理の徹底
　（ア）金融機関との協議により、条件変更の活用等による延滞債権

の減少に向けた適切な支援措置を講じます。
　（イ）金融機関担保については、回収部門と連携して金融機関との

協議を行い、担保取得方針の早期確立に努めます。
　（ウ）金融機関に対して、当協会の事務手続の周知を行い効率的な

期中管理を行います。
 

３．回収部門
（１）現状認識

　近年代位弁済が低水準で推移していることに加えて、有担
保求償権の減少、第三者保証人のいない求償権や自己破産等
法的手続を適用した求償権の増加等により、回収を取り巻く
環境は一段と厳しさを増しています。
　こうした中で、求償権回収を維持・促進させていくため
に、有担保求償権については担保不動産の処分方針を早期に
確立すること、無担保求償権についてはサービサーを活用す
ることにより、引き続き求償権回収の最大化を図っていく必
要があります。
　また、管理事務停止や求償権整理を促進し、管理事務の効
率化を図ります。

（２）具体的な課題
　ア　求償権回収の取組
　イ　管理事務の効率化

　　　　
（３）課題解決のための方策
　ア　求償権回収の取組
　（ア）有担保求償権については、期中管理段階での方針に基づき、

処分等に向け早期に着手します。
①代位弁済により移転が見込まれる担保権については、期中管
理担当者と回収担当者が連携して金融機関との協議を行い、
任意処分による回収の最大化に取り組みます。また、長期化
した場合は不動産競売を実行します。

②定期返済先については、返済額の増額交渉を行うなど、求償
権の早期回収に向けた取組を強化します。

③地元不動産業者との情報交換により、任意処分の促進を図り
ます。

　（イ）無担保求償権については、サービサーを活用します。
①担保のない新規の代位弁済案件については、代位弁済後すみ
やかにサービサーへ回収委託し、回収の底上げを図ります。

②回収不能となった求償権については、委託を解除し、管理事
務停止を実施します。

　イ　管理事務の効率化
　（ア）回収の見込みがなく、債権管理の実益がないと判断した求償

権については、管理事務停止を促進し、管理体制の効率化を
図ります。

　（イ）管理事務停止案件を対象に求償権整理を促進し、求償権残高
の減少に努めます。

 

４．その他間接部門
（１）現状認識

　保証協会には、金融支援のみならず、経営・再生支援を含
めた総合的な支援が求められており、こうした支援に対応す
るための人材育成や組織体制づくり・財政基盤強化をしてい
く必要があります。
　さらに、役職員が常日頃から社会的責任を十分意識して行
動し、地域社会の信頼を得ていくため、コンプライアンス体
制をさらに強化していくことが求められています。
　加えて、新しい保証制度や保証協会の取組などをPRし保証
利用の促進を図るとともに、中小企業・小規模事業者等の
ニーズを把握して業務に適確に反映するため、広報広聴活動
を充実していく必要があります。

（２）具体的な課題
　ア　人材育成の充実　　　　　　　　イ　経営基盤の強化
　ウ　コンプライアンス体制等の充実　エ　広報・広聴の充実

（３）課題解決のための方策
　ア　人材育成の充実

　外部環境の変化に対応するため、研修体系の見直しを行う
とともに、下記の取組みを行い、職員個々の更なるスキル
アップに努めます。

　（ア）連合会等外部研修への参加や通信教育の受講等を継続するこ
とにより、専門知識等の習得を目指します。

①連合会等外部研修への参加
②通信教育の受講
③中小企業診断士等の専門的能力を有する職員の養成

　（イ）企業訪問時に同行して指導するなどベテラン職員による若手
職員へのOJT、経営相談や事業再生に関する研修参加等によ
り、目利き能力の向上を目指します。

①企業訪問時の現場指導の実施
②指導担当者等による若手職員への指導の実施
③中小企業再生支援全国本部などが実施する事業再生等に関す
る研修への参加

　（ウ）職場内での勉強会や関係機関との研修会開催等を計画的に実
施します。

①勉強会、部内会議での事例説明会、復命報告会等の職場内研
修の実施
②金融機関、支援機関等の研修会への参加や講習会等の実施

　イ　経営基盤の強化
　（ア）自己資金は安全性を確保した上で収益や効果等を考慮して運

用します。
　（イ）経費の支出にあたっては、費用対効果を常に検証して節減を

目指します。また、別館建替えを契機に、ランニングコスト
の適正管理に努めます。

　ウ　コンプライアンス体制等の充実
　（ア）コンプライアンス研修を実施することにより、コンプライア

ンス意識の高揚を目指します。
　（イ）BCP（事業継続計画）の研修及び訓練を実施することにより、

危機管理体制の強化を目指します。
　エ　広報広聴の充実
　（ア）ホームページ、機関誌、パンフレット等の広報ツールや説明

会等により、中小企業・小規模事業者や金融機関に対してタ
イムリーな情報発信・周知を行います。

　（イ）アンケート、ホームページの「協会へのご意見」欄などの活
用により、中小企業・小規模事業者等の意見を収集し業務に
反映します。

　（ウ）各種団体の要望に応じて、役職員が出向き、信用保証制度等
に関する出前講座を実施します。

Ⅲ．保証承諾等主要計画
項　目 金　額

保　　証　　承　　諾

保 証 債 務 残 高

代　　位　　弁　　済

回　　　　　　　　収

65,000百万円

147,000百万円

3,000百万円

450百万円



２４

具体的行動規範
１．法令・ルール等の遵守

２．誠実な職務の遂行

３．守秘義務の履行

４．職務上の地位と関係者との付き合い

５．コンプライアンス関連事項への対応

６．反社会的勢力（不当要求行為）との対決

７．外部からの苦情・トラブルへの対応

８．職場秩序の維持

９．違反行為の報告

10．懲罰

コンプライアンスについて
大分県信用保証協会は、公共的使命と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて揺る
ぎない信頼の確立を図るため、役職員一丸となってコンプライアンスの実践に、積極的に取り組んでい
ます。
当協会のコンプライアンスは、「法令等の遵守」と定義付け、①法律、命令 ②官公庁等から発せら
れた規則、通達等 ③倫理や道徳を含む社会規範 ④当協会の内部規程としており、「信用保証協会倫
理憲章」を基本方針とし、「具体的行動規範」に基づいて行動しています。

信用保証協会倫理憲章

１．信用保証協会の公共性と社会的責任の重みを常に認識し、健全な業務運営を通じて信頼の
確立を図る。

２．経営の効率化に努め、創意と工夫を活かした質の高い信用保証サービスの提供を通じて、
地域経済の発展に貢献する。

３．あらゆる法令やルールを厳格に遵守し、社会的規範にもとることのない誠実かつ公正な事業
活動を遂行する。

４．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、断固として対決する。
５．広く住民とのコミュケーションを図りながら地域社会への貢献に努める。
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コンプライアンス委員会

凡例
　　　　　 報告・連絡・相談
　　　　　 指示
　　　　　 調査・チェック

監　　　事 理　事　会

職　　員　　等

顧問弁護士

（分掌）
・コンプライアンス
・事件、事故
・災害
・苦情処理
・セクシュアルハラスメント等

コンプライアンス統括部署
（コンプライアンス担当）

コンプライアンス担当者
（各部コンプライアンス担当者）

コンプライアンス組織体制図

コンプライアンスを推進するため、コンプライアンス委員会を設置し、統括部署を定め、コンプライア
ンスマニュアルの整備や実践状況の把握に努めています。
また、各部署にコンプライアンス委員を配置し、違反等のあった場合、外部相談窓口（顧問弁護士）に

相談できるような仕組みも整えています。



２６

個人情報保護について
個人情報保護宣言
大分県信用保証協会は信用保証協会法（昭和２８年８月１０日法律第１９６号）に基づく法人であり、中小企業等の皆さま

が金融機関から貸付等を受けるについて、貸付金等の債務を保証することを主たる業務としており、信用保証協会の制
度の確立をもって中小企業等の皆さまに対する金融の円滑化を図ることを目的としております。
業務上、お客様の個人情報を取得・利用等をさせていただくことになりますが、お客様の個人情報の取扱いについ

て、以下の方針で取り組み、適正な個人情報の保護に努めてまいります。
１．個人情報に関する法令等の遵守

当協会は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）などの法令及びガイドライン等を遵守して、お客
様の個人情報を取り扱います。

２．個人情報の取得・利用・提供
①当協会では、信用保証業務の適切な運営の遂行のためにお客様の個人情報を適正に取得し、利用します。なお、利
用目的の詳細につきましては、当協会ホームページの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内」の
１．「当協会が取り扱う個人情報の利用目的」に公表しておりますのでご覧ください。

②取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、上記記載の利用目的以外には使用いたしません。
③取得したお客様の個人情報は、法令等に定める一定の場合を除き、お客様の同意を得ないで第三者には提供・開示
しません。

④お客様の本籍地等の業務上知り得た公表されていない情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目
的以外の目的には使用いたしません。

３．個人データの適正管理
お客様の個人データについて、組織的・人的・技術的安全管理措置を継続的に見直し、お客様の個人データの取

扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情報保護への取り組みを見直します。
４．個人情報保護の維持・改善

当協会は、お客様の個人情報の取扱いが適正に行われるように定期的に点検するとともに、個人情報保護への取
り組みを見直します。

５．個人データの委託
①当協会は、個人情報保護法第２３条第４項第１号の規定に基づき、個人データに関する取扱いを外部に委託する場合
があります。

②委託する場合には、適正な取扱いを確保するため契約の締結、実施状況の点検などを行います。
６．保有個人データの開示・利用目的の通知
①法令等に定める一定の場合を除き、お客様は、当協会が保有するお客様ご自身の個人データの開示及びその利用目
的の通知を求めることができます。

②ご請求の方法は、当協会窓口に備置してある個人情報開示請求書に所定の事項を記載のうえ、ご本人確認書類を添
付して当協会窓口に持参（または郵送）ください。

７．保有個人データの訂正・削除、利用停止、第三者提供の停止
①当協会が保有する個人データに誤りがある場合は、下記の窓口にご連絡ください。調査確認の上、法令等に定める
一定の場合を除き、訂正または削除いたします。

②お客様の個人情報を不適切に取得し、または目的外に利用している場合には、下記の窓口にご連絡ください。調査
確認の上、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの利用を停止いたします。

③お客様の個人情報を個人情報保護法第２３条に違反して第三者に提供している場合には、下記の窓口にご連絡くださ
い。調査確認の上、法令等に定める一定の場合を除き、保有個人データの第三者提供を停止いたします。

④上記６．７．の具体的な手続きにつきましては、当協会ホームページの「個人情報保護法に基づく公表事項等に関
するご案内」の３．（３）「開示等の求めに応じる手続等に関する事項」をご覧ください。

８．質問・苦情について
当協会は、お客様からの個人情報に関する質問・苦情について適切かつ迅速に取り組みます。

９．開示・利用目的の通知・訂正・利用停止・第三者提供の停止・安全管理措置・相談・質問・苦情窓口
当協会における個人情報等に関する各種のお問い合わせの窓口は、以下のとおりです。

〒８７０―００２６ 大分県大分市金池町３丁目１番６４号
電話番号 ０９７―５３２―８３３６ 部署名 総務部 総務課
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区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
責任共有保証料率 １．９０ １．７５ １．５５ １．３５ １．１５ １．００ ０．８０ ０．６０ ０．４５
（特殊保証） （１．６２） （１．４９） （１．３２） （１．１５） （０．９８） （０．８５） （０．６８） （０．５１） （０．３９）

責任共有外保証料率 ２．２０ ２．００ １．８０ １．６０ １．３５ １．１０ ０．９０ ０．７０ ０．５０
（特殊保証） （１．８７） （１．７０） （１．５３） （１．３６） （１．１５） （０．９４） （０．７７） （０．６０） （０．４３）

（単位：％）

注）特殊保証は当座貸越根保証、事業者カードローン当座貸越根保証、手形割引根保証、電子記録債権割引根保証です。
保証制度によっては上記の９段階の保証料率とは異なる場合がございます。

割引措置

1

割引措置

2

中小企業の皆さま

保証料率の決定

・貸借対照表を作成していない方※１
・同一の事業を営む複数の者であって金融機関からの
借入れに係る連帯債務を負担している方

担保を提供した場合
0.10％を割引

(一部保証制度により割引対象外もあります )

※１ 具体的には
　・法人成り後、決算をしていない方
　・創業後、決算していない方
　・個人事業主で貸借対照表を作成
　　していない方

「中小企業の会計に関する基本要領」に準拠して
決算書を作成している、または会計参与を導入
している会社の場合

0.10％を割引

貸借対照表を作成している方

一定料率（区分⑤の料率を適用)経営状況に応じ保証料率を９段階
から判別

信用保証料について

信用保証料
信用保証協会の保証によって融資を受けた中小企業の皆さまには、協会保証の利用の対価として、
信用保証料をお支払いいただきます。
信用保証料は日本政策金融公庫へ支払う信用保険料、損失の補償、経費等、信用保証制度の運営上必
要な費用に充当するものです。
なお、信用保証料以外に手数料等は一切いただいておりません。

信用保証料率
平成１８年４月１日より、基本の保証料率は、中小企業の皆さまの経営状況に応じて、原則として９段
階のリスク考慮型保証料率体系を導入しています。
セーフティネット保証、流動資産担保融資保証などの特別な保証制度は、リスク考慮型保証料率体系
の対象とはならず、一律の保証料率を適用します。

【基本保証料率】

信用保証料率決定の流れ
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回数別区分
係数

均等分割返済 不均等分割返済
６回以下 ０．７０ ０．７７

７回以上１２回以下 ０．６５ ０．７２
１３回以上２４回以下 ０．６０ ０．６６

２５回以上 ０．５５ ０．６１

保証期間
分割
回数

分割支払割合
融資実行時 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目

２年超 ４年以内 ２回 ７５％ ２５％
４年超 ６年以内 ３回 ６０％ ３０％ １０％
６年超 ８年以内 ４回 ４５％ ３５％ １５％ ５％
８年超 １０年以内 ５回 ３５％ ３０％ ２０％ １０％ ５％
１０年超 １２年以内 ６回 ３０％ ２０％ ２０％ １５％ １０％ ５％
１２年超 １４年以内 ７回 ２５％ ２０％ ２０％ １５％ １０％ ５％ ５％
１４年超 １６年以内 ８回 ２０％ ２０％ １５％ １５％ １０％ １０％ ５％ ５％
１６年超 １８年以内 ９回 ２０％ ２０％ １５％ １５％ １０％ ５％ ５％ ５％ ５％
１８年超 ２０年以内 １０回 ２０％ ２０％ １５％ １５％ １０％ ５％ ５％ ５％ ３％ ２％

信用保証料の計算
信用保証料は、借入金額、保証期間、保証料率、分割返済回数別係数に基づいて、一定の計算式
によって算出されます。

一括返済
信用保証料＝借入金額×保証期間（月）×保証料率（％）×１／１２

【計算例】
借入金額５００万円 保証期問１年（一般保証、据置きなし）保証料率１．１５％
５，０００，０００円×１２力月×年１．１５％×１／１２＝５７，５００円
お支払いいただく保証料 57,500円

分割返済
信用保証料＝借入金額×保証期間（月）×保証料率（％）×１／１２×分割返済回数別係数

【計算例】
借入金額５００万円 保証期間５年（一般保証、据置きなし）保証料率０．８％
５，０００，０００円×６０力月×年０．８％×１／１２×０．５５（分割返済回数別係数）＝１１０，０００円
お支払いいただく保証料 110,000円

【分割返済回数別係数表】

信用保証料のお支払い
信用保証料は、原則、貸付実行日（条件変更実行日）に全額一括支払いとなっておりますが、保証
期間が２年超の場合は、お申し出により下記の「分割徴収割合表」を適用し、分割にてお支払いいただ
くことも可能です。

【分割徴収割合表】
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保証の種類 概 要 保証限度額
（）は組合 資金使途 保証期間

（うち据置）融資利率
保証料率
（年）％

割引適用
会計 担保

普通保証 一般的または大口の事業資金が
必要な方

２億８，０００万円
（４億８，０００万円）

運転
設備 ２０年 金融機関

所定利率 ０．４５～１．９０ ○ ○

無担保無保証人保証
（NPO法人 責任共有対象：８０％保証
その他 責任共有対象外：１００％保証）

一般的な事業資金が必要な小規模企業者の方
（他保証との重複利用はできません） １，２５０万円 運転

設備 ７年 金融機関
所定利率

責任共有対象 ０．７３
責任共有対象外 ０．８６

小口零細企業保証
(責任共有対象外：100％保証）

一般的な事業資金が必要な小規
模企業者の方 １，２５０万円 運転

設備
１０年
（１年）

金融機関
所定利率 ０．５０～２．２０ ○

当座貸越 経営に必要な資金を反復継続し
て安定的に必要とされる方

100万円～
2億8,000万円

運転
設備 １年又は２年 金融機関

所定利率 ０．３９～１．６２ ○ ○

新事業応援当座貸越 新事業に取り組みしており、経営に必要な資
金を反復継続して安定的に必要とされる方

100万円～
2,000万円

運転
設備 １年 金融機関

所定利率 ０．２９～１．５２ ○

事業者カードローン根保証 小口の事業資金を反復継続的に
必要とされる方

100万円～
2,000万円

運転
設備 １年又は２年 金融機関

所定利率 ０．３９～１．６２ ○ ○

小口先カードローン
（スモール300）

保証付融資の残高が1250万円以下であり、小
口の事業資金を反復継続的に必要とされる方

100万円～
300万円

運転
設備 １年又は２年 金融機関

所定利率 ０．３９～１．６２ ○

根保証 割引 手形や電子記録債権の割引取引などが多い方 2億8,000万円
（4億8,000万円） 運転 １年 金融機関

所定利率
０．３９～１．６２ ○ ○

手形貸付 ０．４５～１．９０ ○ ○

盆・年末特別保証 盆・年末など金融繁忙期に ５００万円 運転 ６カ月 金融機関
所定利率 ０．４1～１．８６ ○ ○

経営安定関連保証
(1号～6号は責任共有対象外:100％保証）

取引先等の再生手続き等の申請や災害、取引金融機関の破綻等に
より経営の安定に支障をきたしている方（市町村長の認定が必要）

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
設備

１０年
（２年）

金融機関
所定利率

１号～６号 ０．８０
７号・８号 ０．７５

東日本大震災復興緊急保証
(責任共有対象外：100％保証）

東日本大震災の影響により経営の安定に支障が生じ
ている方（平成２９年３月３１日貸付実行分までが対象）

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
設備

１０年
（2年）

金融機関
所定利率 ０．８０

創業関連保証
(責任共有
対象外：
100％保証）

再挑戦支援保証 過去に廃業等の経験を有する方が、
再び創業される方又は創業された方 １，０００万円

（支援創業関連
保証と合算して
1,500万円） 運転

設備
１０年
（１年）

金融機関
所定利率 １．００創業関連保証

事業を営んでいない個人が事業開始するとき及び
中小企業者が新たに会社を設立し事業開始すると
き、並びに事業開始後５年を経過していない方

支援創業関連保証
市町村が実施する認定特定創業
支援事業の支援を受け、創業を
行う方（市町村の証明が必要）

１，５００万円
（創業関連保証・再
挑戦支援保証と合
算して1,500万円）

創業等関連保証
(責任共有対象外：100％保証）

事業を営んでいない個人が事業開始するとき及び
中小企業者が新たに会社を設立し事業開始すると
き、並びに事業開始後５年を経過していない方

１，５００万円 運転
設備

１０年
（１年）

金融機関
所定利率 １．００

経営革新関連保証 中小企業新事業活動促進法に規定する承認経営革新
計画に従い経営革新のための事業を行おうとする方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転 ５年（１年）金融機関
所定利率 ０．８５設備 ７年（１年）

中堅企業特別保証
(責任共有対象外：100％保証）

破綻金融機関と取引を行っていたため、金融機
関から円滑な資金調達ができない中堅企業の方 6億円 運転 ５年（１年）金融機関

所定利率
無担保保証（１億円以内）０．６５

設備 ７年（１年） 普通保証（１億円超） ０．７５
中小企業特定社債保証
（部分保証：８０％保証）

中小企業者が自社の発行する社債
（私募債）で資金調達を行いたい方

4億5,000万円
※発行価額は
5億6,000万円

運転
設備 ７年 支払金利発

行体所定率
発行価額に対し
０．４５～１．９０ ○

流動資産担保融資保証
（部分保証：８０％保証）

自ら保有する売掛債権、棚卸資産を
担保として資金調達を行いたい方

２億円
※貸付限度額は
２億5,000万円

運転
設備 １年 金融機関

所定利率
借入金額・極度額に対し

０．６８
事業再生保証

(責任共有対象外：100％保証）
法的な再生手続き申立て、再建に取り組んで
いる中小企業者が資金調達を行いたいときに ２億円 運転

設備 １０年 金融機関
所定利率 ２．２０

事業再生円滑化関連保証
（部分保証：８０％保証）

法的整理手続きによらず、事業再生を図ろう
とする中小企業が資金調達を行いたいときに

2億8,000万円
（4億8,000万円）
※貸付限度額は
3億5,000万円
（6億円）

運転
設備 ３年 金融機関

所定利率
借入金額に対し１．７６
（特別小口 ０．８６）

経営者保証ガイドライン対応保証 「経営者保証に関するガイドライン」において求め
られている対応が講じられている中小企業者の方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転 ３年（６ヶ月）金融機関
所定利率 ０．４５～１．９０ ○ ○

設備 ５年（６ヶ月）

事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）

産業競争力強化法に規定する認定支援機
関の指導又は助言を受けて作成した事業
再生の計画等に従って事業再生を行う方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
設備

１５年
（１年）

金融機関
所定利率

責任共有対象０．８０
責任共有対象外１．００
特別小口０．８０

条件変更改善型借換保証
条件変更による返済条件の緩和を行っ
たことにより前向きな金融支援を受け
ることに支障をきたしている方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
設備

１５年
（１年）

金融機関
所定利率 ０．４５～１．９０ ○ ○

予約保証 一時的かつ緊急的な資金が必要な方
（信用保証書の有効期限が３６５日）

２，０００万円 運転
設備 ５年

金融機関
所定利率

０．６０～１．９０ ○ ○

小口零細企業保証
（責任共有対象外：100％保証） ５００万円 運転

設備 １０年 ０．７０～２．２０ ○

経営承継関連保証
経営者の退任・死亡等に起因す
る事業承継を行うための資金を
必要とされる方

2億8,000万円
運転 １０年 金融機関

所定利率
０．４５～１．９０

（特別小口 ０．８６） ○ ○
設備 １５年

中小企業承継事業再生関連保証 主務大臣の認定を受けた中小企業承継事業再生計画に
従って、それを実施するための資金を必要とされる方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
設備 １０年 金融機関

所定利率
０．４５～１．９０

（特別小口 ０．８６） ○ ○

Q１２５０保証
(責任共有対象外：100％保証）

一定基準以上の要件を具備する
小規模企業者が迅速に資金調達
を行いたいときに

１，２５０万円
（特認500万円）

運転
設備 １０年 金融機関

所定利率 ０．５０～２．２０

ＱＷ保証 一定基準以上の要件を具備する中小企業
者が迅速に資金調達を行いたいときに ８，０００万円 運転 １０年 金融機関

所定利率 ０．４５～１．９０ ○

SS保証
一定基準以上の要件を具備する
中小企業者が迅速に資金調達を
行いたいときに

３，０００万円
（特認500万円）

運転 １０年（６ヶ月）金融機関
所定利率 ０．４５～１．９０ ○ ○

設備 １０年（１年）
経営力強化保証 金融機関及び認定経営革新等支

援機関の支援を受けつつ、経営
力の強化を図りたい方

2億8,000万円
（4億8,000万円）

運転
〔借換〕
設備

5年（１年）
〔10年〕（１年）
７年（１年）

金融機関
所定利率

０．４５～１．７５ ○ ○
１００％保証の既保証を同額内で借換
（責任共有対象外：１００％保証） ０．５０～２．００ ○

商工貯蓄共済融資保証 商工貯蓄共済の加入者で、事業資金が必要な方
（積立金を担保とします。）

貯蓄積立額の３倍以内、３倍以
上４倍未満の方は１，０００万円以内

運転 ７年 商工貯蓄共済融資
斡旋規程による

０．３５～１．８０
（担保割引適用後） ○ ○設備 １０年（6ヶ月）

※Q１２５０保証・QW保証・SS保証は、金融機関と提携した保証制度で、「覚書」を取り交わした金融機関でお取扱いしています。
※セーフティネット１号～６号の認定を受けた場合、責任共有制度対象外となり、保証料率が０．８％となる制度資金もあります。
※セーフティネット７号・８号の認定を受けた場合、責任共有制度対象となり、保証料率が０．７５％となる制度資金もあります。
※特別小口保険を付保した場合は、責任共有制度対象外となります（NPO法人を除く）。

【大分県信用保証協会の制度資金】 （平成２８年４月現在）
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保証の種類 概 要 保証限度額
（）は組合 資金使途 保証期間

（うち据置）
融資利率
（年）％

保証料率
（年）％

割引適用
会計 担保

中小企業振興資金
運 転 経営の合理化・体質強化のため

に長期運転資金が必要なときに
２,５００万円
(6,000万円） 運転 １０年（６か月）１年以内１．９

５年以内２．２
７年以内２．４
10年以内２．６

０．４５～１．１５ ○ ○
設 備 経営の合理化・体質強化のため

に設備資金が必要なときに
５,０００万円
（1億円） 設備 １０年（1年）

小口零細企業資金
(責任共有対象外：
100％保証）

普通貸付 一般的な事業資金が必要な小規
模企業者の方 １,２５０万円 運転

設備 １０年（１年）
１年以内１．５
５年以内１．８
７年以内２．３
10年以内２．５

０．５０～０．８５ ○
個人向け
無担保無保
証人貸付

０．７０

中小企業活性化資金 活性化融資

・直近の決算期において、税引前損益
又は経常損益で損失を生じ、又は損
失が確実と見込まれる方
・最近３か月以上の売上高が、前年同
期に比し５％以上減少している方
・直近の決算期において、前年に比し
経常利益が１０％以上減少し又は減少
することが確実と見込まれる方
・製品等の売上原価のうち２０％以上を
占める原油等の仕入価格が、２０％以
上上昇しているにもかかわらず、製
品等価格に転嫁できていない方

８，０００万円
�
�

�
運転 ８，０００万円
設備 ８，０００万円

�
�

�

運転
設備 １０年（１年）

７年以内
１．８

１０年以内
２．０

１５年以内
２．４

０．４５～０．７５ ○ ○

中小企業経営改善資金
特定中小企業者（国、県指定の再生手続開
始申立等企業に対し売掛金等を有する中小
企業者）、破綻金融機関関連中小企業者、
再建中小企業者、再生支援中小企業者

２,５００万円

再建・再生
５,０００万円 運転

７年（１年）

再生・再建
１０年（２年）

０．４５～０．７５
�
�
特定中小企業者

０．３５
	


○ ○

特定取引中小企業者 再生手続開始申立等小規模企業者に対し取引条
件の改善を行う方（商工調停士の推薦書が必要） ５００万円

中小企業金融円滑化借換資金

中小企業金融円滑化法施行中（平成
２１年１２月４日～平成２５年３月３１日）
金融機関に経営改善計画を提出し、
返済猶予を受けた中小企業者で、借
換を行うことで経営改善を図る方

１億６，０００万円
（ただし、償還開始後３年間
までは、毎月返済を通常返済
の１／２以上としその残高を毎月
均等返済することができる。）

運転 １５年

０．４５～０．７５

○ ○

事業引継円滑化資金
経営改善が見込まれない企業などからの
事業譲渡や合併等により経済的又は社会
的に有用である事業や雇用を引継ぐ方

運転 8,000万円
設備 ２億円

運転
設備

１０年（１年）
１５年（２年） ○ ○

創造的企業育成
支援資金

中小企業新事業活動促進法に基づく経営革
新計画（中小企業者が新たな取組を行うこ
とにより、付加価値が相当程度向上するよ
うな計画）について県知事が承認した方

８,０００万円 運転
設備 １０年（１年）

０．２０

ものづくり産業特別融資
基盤技術を用いる自動車関連企業、半導体関連
企業で、経営革新計画の承認を受けて基盤技術
又は半導体製造工程に関する設備投資を行う方

２億円
（上記融資限度額と別枠） 設備 １０年

（１年）

チャレンジ
中小企業応援資金

新事業
展開融資

新事業展開計画を作成し、新分野への
進出（事業の多角化、新市場進出、新
サービスの展開等）により事業の拡大
及び経営の安定化を図ろうとする方

５，０００万円

運転
設備 １０年（２年） ０．３５ ○ ○

ベンチャー
サポート
融資

下記制度の審査通過や認定、採択を受け、研究開発や
事業化を行う方（対象期間は認定等の日から２年以内）
・ビジネスプラングランプリ（一次審査通過）
・大分県トライアル発注制度
・グッドデザイン商品創出支援事業
・循環型環境産業創出事業

５，０００万円

経営力
強化融資

認定経営革新等支援機関（国が認定した中小企
業支援者・金融機関・税理士等・中小企業の支
援事業を行う者）の支援を受けて、事業計画の
策定及び計画の実行並びに進捗の報告を行う方

５，０００万円
運転

〔借換〕

設備

５年（１年）
〔１０年（１年）〕

７年（１年）
０．１５

（詳細はお
問い合せ
ください）

おんせん県魅力アップ
サポート資金

交流人口の増加への対応や観光振興を図るため、施
設整備等の顧客満足度を高める取組を行う旅館・ホ
テル、飲食業、小売業等観光関連の中小企業者の方

２億８０００万円
（２億８０００万円）

運転
設備

７年（１年）
１５年（２年）

７年以内１．８
10年以内２．０
15年以内２．４

０．２５ ○ ○

創業支援資金
(責任共有対象外
：100％保証

新事業
創出融資

事業を営んでいない個人が事業開始す
るとき及び中小企業者が新たに会社を
設立し事業開始するとき、並びに事業
開始後１年を経過していない方

１，５００万円

運転
設備 １０年（１年）

７年以内
１．８

１０年以内
２．０

０．７０創業等
支援融資 １，０００万円再挑戦
支援融資

過去に廃業等の経験を有する方が、再び
創業される方又は創業後５年未満の方

地域産業振興資金

進出企業取
引促進融資

進出企業との下請取引関係の形
成及び発展を図る方

３,５００万円
（７,０００万円）

運転
設備

７年（１年）
１０年（１年）

２．１ ０．４５～０．８５

○ ○

海外展開
支援融資 海外に事業展開を図る方
環境保全
対策融資

環境保全のための施設の設置及
び事業場の移転を行う方

大分県福祉のまち
づくり条例融資

条例に基づく認定を受け障害者や高
齢者に配慮した施設整備を行う方

国際経済変
動対策融資

国際経済変動に伴い経営合理化
等を図る方

災害復旧
融資

災害復旧を行う方
※特定の災害については特別融資

２．１
特別融資
１．８

０．４５～０．８５
特別融資
０．４５～０．５５

地域資源活用
事業振興融資

地域資源を活用して県外に事業
展開を図る方 ５，０００万円

（７，０００万円） ２．１ ０．４５～０．８５新エネルギー施
設等導入融資

新エネルギー施設や省エネルギー
設備、自家発電設備を導入する方

耐震化促
進融資

改正耐震改修促進法により、耐
震診断が義務付けられた方

２億８０００万円
（２億８０００万円） 運転・設備 ２０年（２年）

５年以内
１．０

１０年以内
１．２

１５年以内
１．６

２０年以内
２．２

０．２５

金融機関提案型資金 金融機関が提案する融資の要件
に合致する方

指定金融機関所定
（詳細は金融機関へお問い合わせください） 協会所定料率 ○ ○

県制度のうちセーフティネットが適用された場合（金融機関提案型を除く） （１号～６号は責任共有対象外：１００％保証） ０．７０
（０．３０）（うち中小企業経営改善資金の特定中小企業者に係るもの）

【大分県の制度資金】 （平成２８年４月現在）



市
町
村
の
制
度
資
金

３１

保証の種類 概 要 保証限度額 資金使途 保証期間
（うち据置）

融資利率
（年）％ 保証料率（年）％ 割引適用

会計 担保

大

分

市

開業資金
(責任共有対象外：100％保証）

開業予定の方が開業に係わる資金を必要とする時や
開業後１年未満の方が事業資金を必要とするときに １，０００万円

運転
設備

１年超
７年（１年）

１．９ 市が全額補助
支援創業関連保証
(責任共有対象外：100％保証）

市町村が実施する認定特定創業支援事業の支援
を受け、創業を行う方（市町村の証明が必要）

１，５００万円
（創業関連保証・再挑
戦支援保証と合算して

１，５００万円）

１年超
１０年（１年）

小規模企業者事業資金
（小口零細企業保証）

(責任共有対象外：100％保証）
一般的な事業資金が必要な小規
模企業者の方 １，２５０万円 １年超

１０年（１年） ○

中小企業者事業資金 中小企業者が経営の合理化及び
体質強化を図るために ３，０００万円 １年超

１０年（１年） ２．１
０．４５～１．９０

（上記の内、市が７５％～８５％補助）
（セーフティネット適用分は市が全額補助］

○ ○

環境保全資金 環境保全施設の設置・改善、公害防止施設の設置・
改善及び工場等の移転資金を必要とするときに １，０００万円 設備 １０年（１年） １．９ 市が全額補助

（詳細はお
問い合せ
ください）

○

季節資金 夏期特別資金（６月３日～８月２０日） ６００万円 運転 ６か月 １．８
（変動あり）

０．４５～１．９０
（協会季節資金利用の場合は０．４１～１．８６） ○ ○年末特別資金（１１月１日～１２月２０日）

別

府

市

中小企業合理化資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，５００万円 運転 １０年（６か月）

１．８

０．４０～１．７０ ○ ○設備 １０年（１年）
中小企業経営安定資金
(1号～6号は責任共有
対象外:100％保証）

経営の維持発展のための運転資金、経
営の合理化のための設備資金を必要と
するセーフティネット適用の方に

１，０００万円

運転 １０年（６か月）

市が全額補助

設備 １０年（１年）
中小企業開業資金

(責任共有対象外：100％保証）
市内に居住しており市内に開業
予定又は、開業１年未満の方に

運転
設備 １０年（１年）

公害防止設備改善資金 公害防止のための施設の設置、移
転のための資金が必要なときに 設備 １０年（１年）

（詳細はお
問い合せ
ください）

○

小規模企業者振興資金
（小口零細企業保証）

(責任共有対象外：100％保証）
一般的な事業資金が必要な小規
模企業者の方 ６００万円

運転 ５年（６か月）
０．４５～１．９７ ○

設備 ７年（６か月）
年末年始特別資金 年末の金融繁忙期のために ５００万円 運転 ６か月 ０．４１～１．８６ ○ ○

中
津
市

創業資金
(責任共有対象外：100％保証）

市内に開業予定又は、開業後１
年未満の方に ５００万円 運転

設備 ７年（１年） ２．０ 市が全額補助

日

田

市

振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，０００万円 運転 １０年（１年） ２．０ ０．４０～１．７０

（設備資金のみ市が全額補助） ○ ○設備 １０年（１年）
開業資金

(責任共有対象外：100％保証）
市内に居住しており市内に開業
予定又は、開業１年未満の方に １，０００万円 運転

設備

７年（１年） ２．０
市が全額補助女性若者起業支援資金

(責任共有対象外：100％保証）
市内に居住し市内に開業予定又は、開業１年未満であって、
女性又は４０歳未満の方及び市内に転入して１年未満の方 ５００万円 ７年（１年） ２．０

（市が全額補助）

公害防止資金
公害防止のための施設の設置・
移転のための資金が必要なとき
に

準工業地域
２，０００万円 設備

８年（１年） ２．０
（市が３割
以内補助）

０．４０～１．７０
（市が３割以内補助）

（詳細は
お問い
合せく
ださい）

○その他地域
１，０００万円 ６年（１年）

季節資金 盆・年末など金融繁忙期のため
に ４００万円 運転 夏５か月

冬６か月
１．７

（変動あり） 市が全額補助
○ ○

新事業展開支援資金 新たな事業展開や新分野への進
出又は業態の転換を行うときに ２，０００万円 運転

設備 １０年（１年）５年 ２．４０
１０年 ２．６５ ○ ○

佐

伯

市

中小企業振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，０００万円

運転
設備

１０年

１０年（６か月）
２．０

０．４０～１．７０
（セーフティネット保証適用分は市が全額補助） ○ ○

小規模企業者振興資金
(責任共有対象外：100％保証)

小規模企業者が事業資金を必要
とするときに

１，０００万円
（中小企業振興資金
と併用の場合は合算）

０．４５～１．９７
（セーフティネット保証
適用分は市が全額補助）

○

創業支援振興資金
(責任共有対象外：100％保証)

市が実施する認定特定創業支援事業の支援を受け、創業
を行う方または創業後５年未満の方（市の証明が必要） １，０００万円 運転

設備 １０年（１年）

２．０
（市補助有り） 市が全額補助女性創業者支援振興資金

(責任共有対象外：100％保証)
市が実施する認定特定創業支援事業の支援を受け、創業を行う
女性の方または創業後５年未満の女性の方（市の証明が必要） ５００万円 １．８

（市補助有り）

臼杵市中小企業振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，０００万円 運転 １０年 ２．０ ０．４０～１．７０

（市が３／４補助） ○ ○設備 １０年（６か月）

津久見市中小企業振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，０００万円 運転 ５年 ２．０ ０．４５～１．９０

（市が１／２補助） ○ ○設備 ７年（６か月）

豊
後
高
田
市

中
小
企
業

事
業
資
金

開業資金
(責任共有対象外：100％保証)

創業者が開業のために直接必要
となる設備資金又は運転資金 １，０００万円 運転

設備 ７年（１年）

１．８

市が全額補助

経営合理化資金
中小企業者が行う事業に直接必
要となる設備資金又は運転資金 １，０００万円 運転

設備
７年

０．４５～１．９０
（市が１／２補助）

○ ○（新事業展開計画に基づき事業
を行う場合） （１，５００万円） ７年（１，０００万円

超の場合は１０年）
季節資金 中小企業者が越盆又は越年のために必要とする運転資金 ３００万円 運転 ６か月 ○ ○

杵築市中
小企業振
興資金

開業資金
（責任共有対象外：１００％保証）

市内に居住し市内に開業予定又
は、開業後間もない方に １，０００万円 運転

設備 １０年（１年）大分県中小企業振
興資金に
準ずる

１．００
（市が１／２補助）

経営合理化資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに １，０００万円 運転

設備 １０年（１年） ０．４５～１．９０
（市が１／２補助） ○ ○

宇佐市中小企業振興資金 経営の維持発展のための運転資金、設
備近代化のための資金が必要なときに

５００万円 運転 ５年（６か月） 大分県中小企業振
興資金に準ずる

０．４５～１．９０
（市が１／２補助） ○ ○１，０００万円 設備 ７年（６か月）

豊後大野市
中小企業振
興資金

創業資金
(責任共有対象外：100％保証） 創業者が必要とする運転又は設備資金 ５００万円

運転
設備 １０年（１年）

大分県中小
企業振興資
金に準ずる

市が全額補助
経営合理化資金 中小企業者が必要とする設備資金 設備 ○ ○

※セーフティネット１号～６号の認定を受けた場合、責任共有制度対象外となり、保証料率が０．８％となる制度資金もあります。
※セーフティネット７号・８号の認定を受けた場合、責任共有制度対象となり、保証料率が０．７５％となる制度資金もあります。
※大分市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市の制度資金については、東日本大震災復興緊急保証
が適用された場合、責任共有対象外となり保証料率が０．８０％となるものもあります。

【市町村の制度資金】 （平成２８年４月現在）
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役 職 名 氏 名 備 考

会 長 加 賀 政 美 常 勤

副 会 長 姫 野 淸 高 非常勤 大分県商工会議所連合会 会長

副 会 長 神 﨑 忠 彦 非常勤 大分県商工労働部長

常務理事 岩 光 芳 秀 常 勤

理 事 池 邉 英 貴 常 勤

理 事 小野寺 隆 非常勤 商工組合中央金庫 大分支店長

理 事 後 藤 富一郎 非常勤 大分県銀行協会 会長 （大分銀行 頭取）

理 事 権 藤 淳 非常勤 豊和銀行 頭取

理 事 髙 山 泰四郎 非常勤 大分県中小企業団体中央会 会長

理 事 原 田 啓 介 非常勤 日田市長

理 事 森 竹 治 一 非常勤 大分県商工会連合会 会長

理 事 𠮷 野 一 彦 非常勤 大分県信用組合協会 会長 （大分県信用組合 理事長）

理 事 和 田 政 則 非常勤 大分県信用金庫協会 会長 （大分信用金庫 理事長）

監 事 岩 本 勝 二 常 勤

監 事 村 松 政 幸 非常勤 公認会計士

総務部
総 務 課

企 画 課

保証部

保 証 一 課

保 証 二 課

管理部

経営支援課

事務管理課

債権管理課

常勤理事常務理事会　長

常勤監事

役員・組織機構図

役 員（役職順、理事・監事は五十音順、敬称略）
（平成２８年８月１７日現在）

組織機構図



至別府

至別府

大分駅

●市役所 至鶴崎

●県庁

●金池小学校

駐車場

駐車場

大分県信用保証協会
R10

R197

大分県信用保証協会・別館

総務部
（大分県中小企業会館３階）

保証部
（大分県信用保証協会別館３階）

管理部
（大分県中小企業会館２階）

ＴＥＬ ０９７－５３２－８３３６

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８６２

ＴＥＬ ０９７－５３２－８３４８

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８７２

ＴＥＬ ０９７－５３２－８２４６

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８７１

ＴＥＬ ０９７－５３２－８２４７

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８６５

ＴＥＬ ０９７－５３２－８２９６

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８７１

ＴＥＬ ０９７－５３２－８２６５

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８７１

ＴＥＬ ０９７－５３２－８２９７

ＦＡＸ ０９７－５３８－０８９６

総務課

 

企画課

保証一課

保証二課

経営支援課

事務管理課

債権管理課

総務、庶務、経理、労務、人事、研修、
保証料受入

企画、広報、広聴

経営支援、再生支援、条件変更、専門家派遣

保証事務、情報処理、システム管理

期中管理、代位弁済、保険金請求、回収、訴訟
関係

保証審査、金融相談、創業支援

大分市、由布
市、豊後大野
市、竹田市

上記以外
の地区

部署名 TEL＆FAX番号 業務内容

信頼、提案、飛躍、夢またひとつ新時代へ 〒870-0026　大分市金池町３丁目１番64号　
大分県中小企業会館内

ホームページ  http://www.oita-cgc.or.jp

お問い合わせ




